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Vol.３９９    

平成２６年１１月１９日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

介 護 保 険 計 画 課 
 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 御 中 
 

← 厚生労働省 老健局介護保険計画課 

今回の内容 

 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について  

計 10 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線２１６４) 

FAX : 03-3503-2167 
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老発１１１９第１号 

保発１１１９第３号  

平成２６年１１月１９日  

 

 都道府県知事 殿 

    

  厚生労働省老健局長  

 （公 印 省 略）     

         厚生労働省保険局長  

         （公 印 省 略）   

  
 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について 

 

 

 高額療養費等の見直しを盛り込んだ健康保険法施行令等の一部を改正する政

令（平成 26 年政令第 365 号）が本日公布された。その改正の趣旨及び内容は下

記のとおりであるので、御了知の上、関係各位への周知徹底を図られるととも

に、その実施に遺漏なきを期されたい。なお、詳細については、別紙事務連絡

も参照されたい。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成

25 年法律第 112 号）の規定に基づく「負担能力に応じた負担を求める観点から

の高額療養費の見直し」に係る措置として、高額療養費等の算定基準額を見直

すほか、出産育児一時金等の金額の見直し及び健康保険組合における準備金の

積立て等に係る特例等を講ずるものである。 

 

第２ 改正の内容 

１ 健康保険法施行令（大正 15 年勅令第 243 号。以下「健保令」という。）

の一部改正 

① 出産育児一時金等の額の見直し（健保令第 36 条関係） 

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額については、出産費用の
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動向等を勘案して、現行の 39 万円から 40.4 万円に引き上げたこと。 

 

② 高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額等の見直し（健保令

第 41 条、第 42 条、第 43 条及び第 43 条の３関係） 

70 歳未満の被保険者等に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の算

定基準額について、現行の３段階の所得区分を５段階に細分化したこと。 

 

③ 健康保険組合の準備金積立て等に関する特例（健保令附則第５条関係） 

健康保険組合が積み立てなければならない法定準備金の基準について、

当分の間、保険給付に要した費用の３か月相当分を２か月相当分に見直

したこと。 

また、当該見直しに伴い、財政健全化が必要な健康保険組合の指定要

件についても所要の改正を行ったこと。 

 

２ 船員保険法施行令（昭和 28 年政令第 240 号）の一部改正 

１①及び②に準じた改正（船員保険法施行令第７条、第８条、第９条、

第 10 条及び第 12 条関係）を行ったこと。 

 

 ３ 国民健康保険法施行令（昭和 33 年政令第 362 号。以下「国保令」という。）

の一部改正 

   １②に準じた改正（国保令第 29 条の２、第 29 条の３、第 29 条の４及び

第 29 条の４の３関係）を行ったこと。 

その他所要の規定の整備（国保令第 27 条の２関係）を行ったこと。 

 

   ４ 介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）等の一部改正 

    １②の改正に伴い、高額医療合算介護（予防）サービス費の医療合算算

定基準額について同様の改正（介護保険法施行令第 22 条の３及び第 29 条

の３並びに旧介護保険法施行令第 22 条の３関係）を行ったこと。 

 

５ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 19 年政令第 318 号。以下

「高確令」という。）の一部改正 

所要の規定の整備（高確令第 7条、第 14 条及び第 15 条）を行ったこと。 

 

６ 経過措置 

施行日前の出産及び療養等に係る規定の適用については、なお従前の例

によるものとすること。ただし、高額介護合算療養費算定基準額及び高額

医療合算介護（予防）サービス費の医療合算算定基準額に関しては、平成

26 年８月１日から平成 27 年７月 31 日までを計算期間とする療養等に係る
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算定基準額について、所要の読替を行うこと。 

 

第３ 施行期日 

  平成 27 年１月１日から施行すること。ただし、第２の１③については、

公布日から施行すること。 
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1 

 

事 務 連 絡 

平成２６年１１月１９日 

 

都道府県民生主管部（局） 
 国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管課（部） 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

高額療養費の見直しに伴う国民健康保険法施行令及び 

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正内容について 

 

 

 国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の円滑な運営については、平素より格

段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 高額療養費の見直しについては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平

成 26 年政令第 365 号）が本日公布され、平成 27 年１月１日から施行することとさ

れたところですが、これに伴う国民健康保険法施行令（昭和 33 年政令第 362 号。

以下「国保令」という。）及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 19 年

政令第 318 号。以下「高確令」という。）の改正の趣旨及び内容について、下記の

とおりお知らせしますので、その円滑な実施に配慮されるようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

今回の改正は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関す

る法律（平成 25 年法律第 112 号）の規定に基づく「負担能力に応じた負担を求

める観点からの高額療養費の見直し」に係る措置として、高額療養費の所得区分

及び算定基準額（自己負担限度額）等をきめ細やかに設定するものであること。 

 

第２ 国保令の改正内容 

１ 高額療養費の算定基準額の見直し（国保令第 29 条の３及び第 29 条の４関係） 

 ① 70 歳未満の被保険者に係る高額療養費の所得区分及び算定基準額につい

ては、以下のとおり見直しを行うものとすること。（国保令第 29 条の３第１

項関係） 
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＜改正前＞               ＜改正後＞ 

所得区分 算定基準額 

 

所得区分 算定基準額 

上位所得者 

(旧ただし書所得 

600 万円超) 

150,000+ 

(総医療費-500,000)×1% 

<多数回該当：83,400> 

旧ただし書所得 

901 万円超 

252,600+ 

(総医療費-842,000)×1% 

<多数回該当：140,100> 

旧ただし書所得 600

万円超 901 万円以下 

167,400+ 

(総医療費-558,000)×1% 

<多数回該当：93,000> 

一般所得者 

(旧ただし書所得 

600 万円以下) 

80,100+ 

(総医療費-267,000)×1% 

<多数回該当：44,400> 

旧ただし書所得 210

万円超 600 万円以下 

80,100+ 

(総医療費-267,000)×1% 

<多数回該当：44,400> 

旧ただし書所得 

210 万円以下 

57,600 

<多数回該当：44,400> 

低所得者 

(市町村民税非課税) 

35,400 

<多数回該当：24,600> 
市町村民税非課税 

35,400 

<多数回該当：24,600> 

 

② 上記①の改正に伴い、国保令第 29 条の２第２項に規定する 75 歳到達時特

例対象療養に係る高額療養費の算定基準額についても、以下のとおり見直し

を行うものとすること。（国保令第 29 条の３第３項関係） 

 

＜改正前＞               ＜改正後＞ 

所得区分 算定基準額 

 

所得区分 算定基準額 

上位所得者 

(旧ただし書所得 

600 万円超) 

75,000+ 

(総医療費-250,000)×1% 

<多数回該当：41,700> 

旧ただし書所得 

901 万円超 

126,300+ 

(総医療費-421,000)×1% 

<多数回該当：70,050> 

旧ただし書所得 600

万円超 901 万円以下 

83,700+ 

(総医療費-279,000)×1% 

<多数回該当：46,500> 

一般所得者 

(旧ただし書所得 

600 万円以下) 

40,050+ 

(総医療費-133,500)×1% 

<多数回該当：22,200> 

旧ただし書所得 210

万円超 600 万円以下 

40,050+ 

(総医療費-133,500)×1% 

<多数回該当：22,200> 

旧ただし書所得 

210 万円以下 

28,800 

<多数回該当：22,200> 

低所得者 

(市町村民税非課税) 

17,700 

<多数回該当：12,300> 
市町村民税非課税 

17,700 

<多数回該当：12,300> 
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③ 特定給付対象療養（国保令第 29 条の２第７項に規定する特定疾患給付対

象療養及び同条第８項に規定する長期特定疾病を除く。以下同じ。）に係る

高額療養費については、現行は所得によらず一律に一般所得者と同じ算定基

準額（80,100 円＋（総医療費－267,000 円）×１％）を適用して支給してい

るところであるが、今回の改正においても同様の取扱いとし、特定給付対象

療養に係る高額療養費の算定基準額は、70 歳未満の被保険者については、

引き続き 80,100 円＋（総医療費－267,000 円）×１％とすること。 

 

  ④ 特定疾患給付対象療養（特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療

研究事業の対象療養）については、平成 27 年１月以降、児童福祉法の一部

を改正する法律（平成 26 年法律第 47 号）及び難病の患者に対する医療等

に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）による新たな医療費助成制度（以

下「新医療費助成制度」という。）が開始されることに伴い、「特定疾患給付

対象療養」を「特定疾病給付対象療養」に名称を変更すること。 

    なお、新医療費助成制度における特定疾病給付対象療養に係る高額療養費

については、これまでの特定疾患給付対象療養と同様に、国保令第 29 条の

３第１項から第６項までに規定する所得区分及び算定基準額に準じた額を適

用して支給すること。 

 

２ 高額療養費の算定基準額の見直しに伴う高額介護合算療養費の算定基準額の

見直し（国保令第 29 条の４の３関係） 

高額介護合算療養費の所得区分及び算定基準額（以下「介護合算算定基準額」

という。）については、高額療養費の算定基準額を参照して定められており、

今回の高額療養費の算定基準額の見直しと併せて、介護合算算定基準額につい

ても見直しを行う必要があるため、70 歳未満の被保険者がいる世帯の介護合

算算定基準額については、改正後の高額療養費の所得区分の算定基準額を参照

し、以下のとおり改正すること。 

また、通常、高額介護合算療養費の計算期間は、前年８月１日から７月 31

日までとされているが、今回の高額療養費の改正は計算期間の途中である平成

27 年 1 月に施行されることから、平成 26 年８月１日から平成 27 年７月 31 日

までの間の介護合算算定基準額については、従前の介護合算算定基準額の 12

分の５の額と改正後の介護合算算定基準額の 12 分の７の額を合算した額とす

る経過措置を設けること。 

 

 

 

 

 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



4 

 

＜改正前＞        ＜H26.8～H27.7＞     ＜H27.8～＞ 

所得区分 算定基準額 

 

所得区分 算定基準額 

 

所得区分 算定基準額 

上位所得者 

(旧ただし書所得 

600 万円超) 

1,260,000 

旧ただし書所得 

901 万円超 
1,760,000 

旧ただし書所得 

901 万円超 
2,120,000 

旧ただし書所得 600

万円超 901 万円以下 
1,350,000 

旧ただし書所得 600

万円超 901 万円以下 
1,410,000 

一般所得者 

(旧ただし書所得 

600 万円以下) 

670,000 

旧ただし書所得 210

万円超 600 万円以下 
670,000 

旧ただし書所得 210

万円超 600 万円以下 
670,000 

旧ただし書所得 

210 万円以下 
630,000 

旧ただし書所得 

210 万円以下 
600,000 

低所得者 

(市町村民税非課税) 
340,000 市町村民税非課税 340,000 市町村民税非課税 340,000 

 

３ 70 歳未満の被保険者と 70 歳以上の被保険者の高額療養費等世帯合算 

  70 歳未満の被保険者と 70 歳以上の被保険者が同一の世帯に属する場合の高

額療養費については、世帯内の 70 歳以上の被保険者に係る高額療養費を支給

した後、70 歳未満の被保険者に 21,000 円以上の療養があるときに限り世帯合

算の対象とし、70 歳以上の被保険者に係るなお残る負担と合算した上で、70

歳未満の被保険者に係る高額療養費算定基準額を超える場合に支給することと

されているが、改正後の世帯合算の高額療養費についても同様の取扱いとする

こと。 

  なお、70 歳未満の被保険者と 70 歳以上の被保険者が同一の世帯に属する場

合の高額介護合算療養費についても上記取扱いと同様に、70 歳未満の被保険

者に 21,000 円以上の療養があるときに限り、世帯合算を行うものとすること。 

 

４ 70 歳以上の被保険者に係る一部負担金の割合の判定方法の見直し（国保令

第 27 条の２関係） 

  70 歳以上の被保険者に係る高額療養費の所得区分及び算定基準額は、国保

令第 29 条の３第４項から第６項において規定されているが、その所得区分に

ついては、市町村民税非課税世帯（低所得Ⅰ又は低所得Ⅱ）に該当する場合

を除き、一部負担金の割合の区分（「一般」又は「現役並み所得者」）に応じ

て定められている。 

今般の 70 歳未満の被保険者に係る高額療養費の所得区分及び算定基準額の

改正により、被保険者の世帯構成や所得状況によっては、69 歳から 70 歳に

なることに伴い、高額療養費の算定基準額が高くなるという事例が生じるこ

とから、70 歳以上の被保険者に係る一部負担金の割合の判定は以下のとおり

行うものとすること。 
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  ① 国保令第 27 条の２第２項及び第３項に規定する課税所得及び基準収入額

による判定に加え、世帯に属する 70 歳以上の被保険者に係る旧ただし書所

得の合計額が 210 万円以下である場合についても「一般」とすること。 

    また、当該旧ただし書所得の合計額による判定は、現行の課税所得による

判定と同様に、保険者の職権により行うものとし、世帯主等の申請は要しな

いこととすること。 

 

② ①の旧ただし書所得による判定は、平成 27 年１月以降、新たに 70 歳とな

る被保険者（昭和 20 年１月２日以降生まれの者）の属する世帯に属する 70

歳以上の被保険者（既に 70 歳になっている者を含む。）から適用すること。 

 

＜改正前＞               ＜改正後＞ 

所得区分 算定基準額 

 

所得区分 算定基準額 

現役並み所得者 

・課税所得 
145 万円以上 

80,100 円＋ 
(総医療費-267,000 円)×1% 
<多数回該当：44,400 円> 

現役並み所得者 

・課税所得 
145 万円以上 

80,100 円＋ 
(総医療費-267,000 円)×1% 
<多数回該当：44,400 円> 

一般 

・課税所得 
145 万円未満 

・収入の合計額 
520 万円未満 
(1 人世帯の場合 
は 383 万円未満) 

 

 

44,400 円 

一般 

・課税所得 
145 万円未満 

・収入の合計額 
520 万円未満 
(1 人世帯の場合 
は 383 万円未満) 

・旧ただし書き 
所得の合計額 210 
万円以下 

44,400 円 

市町村民税非課税 24,600 円 市町村民税非課税 24,600 円 

市町村民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 円 
市町村民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 円 

 

 

第３ 高確令の改正内容 

 １ 特定疾患給付対象療養の名称の変更（高確令第 14 条及び第 15 条関係） 

特定疾患給付対象療養（特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療

研究事業の対象療養）については、平成 27 年１月以降、新医療費助成制度が

開始されることに伴い、「特定疾患給付対象療養」を「特定疾病給付対象療養」

に名称を変更すること。 

なお、新医療費助成制度における特定疾病給付対象療養に係る高額療養費に

ついては、これまでの特定疾患給付対象療養と同様に、高確令第 15 条第１項

から第３項に規定する所得区分及び算定基準額に準じた額を適用して支給する

こと。 
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6 

 

２ 被保険者に係る一部負担金の割合の判定方法の見直し（高確令第７条関係） 

  被保険者に係る高額療養費の所得区分及び算定基準額は、高確令第 15 条第

１項から第３項において規定されているが、その所得区分については、市町

村民税非課税世帯（低所得Ⅰ又は低所得Ⅱ）に該当する場合を除き、一部負

担金の割合の区分（「一般」又は「現役並み所得者」）に応じて定められてい

る。 

今般の 70 歳未満の被保険者に係る高額療養費の所得区分及び算定基準額の

改正により、被保険者の世帯構成や所得状況によっては、後期高齢者医療へ

の加入に伴い、高額療養費の算定基準額が高くなるという事例が生じること

から、被保険者に係る一部負担金の割合の判定は以下のとおり行うものとす

ること。 

 

  ① 高確令第７条第２項及び第３項に規定する課税所得及び基準収入額による

判定に加え、世帯に属する被保険者に係る旧ただし書所得（高確令第 18 条

第１項第２号に規定する「基礎控除後の総所得金額等」をいう。）の合計額

が 210 万円以下である場合についても「一般」とすること。 

    また、当該旧ただし書所得の合計額による判定は、現行の課税所得による

判定と同様に、後期高齢者医療広域連合の職権により行うものとし、被保険

者の申請は要しないこととすること。 

② ①の旧ただし書所得による判定は、昭和 20 年１月２日以降生まれの被保

険者及びその属する世帯の被保険者に適用すること。 

 

＜改正前＞               ＜改正後＞ 

所得区分 算定基準額 

 

所得区分 算定基準額 

現役並み所得者 

・課税所得 
145 万円以上 

80,100 円＋ 
(総医療費-267,000 円)×1% 
<多数回該当：44,400 円> 

現役並み所得者 

・課税所得 
145 万円以上 

80,100 円＋ 
(総医療費-267,000 円)×1% 
<多数回該当：44,400 円> 

一般 

・課税所得 
145 万円未満 

・収入の合計額 
520 万円未満 
(1 人世帯の場合 
は 383 万円未満) 

 

 

44,400 円 

一般 

・課税所得 
145 万円未満 

・収入の合計額 
520 万円未満 
(1 人世帯の場合 
は 383 万円未満) 

・旧ただし書き 
所得の合計額 210 
万円以下 

44,400 円 

市町村民税非課税 24,600 円 市町村民税非課税 24,600 円 

市町村民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 円 
市町村民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 円 
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7 

 

第４ 施行期日 

今回の改正の施行日は、平成 27 年１月１日とすること。 

 

第５ その他 

  国民健康保険制度においては、今般の高額療養費の見直しに伴い、システム改

修が必要となる保険者に対しては、当該改修に要した費用について、特別調整交

付金又は特別調整補助金を交付する予定であること。 

  後期高齢者医療制度においては、今般の高額療養費の見直しに伴う標準システ

ムの改修を行う予定であること。 
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一
頁

政
令
第
三
百
六
十
五
号

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
百
一
条
、
第
百
十
五
条
第
二
項
（
同
法

第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
六
十
条
の
二
、
防
衛
省
の
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年

法
律
第
七
十
三
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
八
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
六
十
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
条
の

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第

四
号
及
び
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
地
方
公
務
員

等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
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二
頁

項
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
一
条
第
二

項
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
一
条
第
二
項
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
一

条
第
二
項
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
六
条
第
二
項
並
び

に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
中
「
三
十
九
万
円
」
を
「
四
十
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
六
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
特

定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
「
で
あ
っ
て
」
の
下
に
「
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ

と
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
」
を
「
こ
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三
頁

と
と
な
る
も
の
の
当
該
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十
三
万
円
」

を
「
八
十
三
万
円
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に

改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
十
三
条
の
三
第
一

項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

療
養
の
あ
っ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者

十

六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い

と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の

端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費

多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。
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四
頁

四

療
養
の
あ
っ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す

る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
五
千
円
」

を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
四
万
千
七
百
円

」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と

し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合

算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額

）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。
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五
頁

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
七
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象

療
養
（
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
」
に
、
「
七
万
五
千
円
」

を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
、
「
五
十
万
円

」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給

付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
、

「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、
「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
一
項

第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の

場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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六
頁

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
十
七
万
九
千
円
。

以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切

り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四

万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
七
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
っ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
で
あ
っ
て
」
に
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七
頁

改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の

場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項

第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六

百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万

百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同

号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険

者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千

円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
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八
頁

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険

者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四

万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十
三
万

円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、
「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
第
二

号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
保
険
者

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十

万
円

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
及
び
「
第
二
項
第
二
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
、

「
第
七
項
第
一
号
ロ
」
及
び
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
の
下
に
「
か
ら
ニ
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
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九
頁

四
十
三
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
加
え
る
。

附
則
第
六
条
を
削
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
附
則
第
五
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
六
条
と
す
る
。

附
則
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
健
康
保
険
組
合
の
指
定
の
要
件
及
び
健
康
保
険
組
合
の
準
備
金
の
積
立
て
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条

第
二
十
九
条
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
十
二
分
の
三
」

と
あ
る
の
は
、
「
十
二
分
の
二
」
と
す
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
「
で
あ
つ
て
」
の
下
に
「
、
当
該
疾
病
に
か
か
る

こ
と
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
」
を
「
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一
〇
頁

こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活

療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
を
削
り
、
「
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
二
号
」
を
「
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
」
に
、
「
五
十

三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二

千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
（
食
事
療
養

及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
五

号
」
に
、
「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
で
あ
る
自
衛
官

十
六
万
七
千
四
百

円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十

五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



一
一
頁

の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ

し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
で
あ
る
自
衛
官
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
十
七
条
の
六
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対

象
療
養
」
に
、
「
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書

中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
五

万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
」
に
、
「
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八

十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定

疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
、
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
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一
二
頁

第
三
号
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係

る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に

要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円

を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
十
七
条
の
六
の
二
第
五
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。
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一
三
頁

第
十
七
条
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四

万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
第

一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。三

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又

は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五

十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し

、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た

だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又

は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
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一
四
頁

合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十
三

万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、
「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
第

二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
自
衛
官

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
自
衛
官
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六

十
万
円

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
三
十
九
万
円
」
を
「
四
十
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十
三
万
円
」
を
「

八
十
三
万
円
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
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一
五
頁

、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」

を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項

第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者

十

六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い

と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の

端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費

多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す

る
。
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一
六
頁

第
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
五
千
円
」
を
「

十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
四
万
千
七
百
円
」
を

「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合

算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額

）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
九
条
第
七
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
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一
七
頁

疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

（
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
」
に
、
「
七
万
五
千
円
」
を
「

十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を

「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対

象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
、
「
八

万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、
「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
一
項
第
三

号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
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一
八
頁

そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
九
千
円
。

以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切

り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四

万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

第
九
条
第
七
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」
に
改
め

、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定

疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
二
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一
九
頁

号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円

」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円

」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会

の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円

）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以

上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会
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二
〇
頁

の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万

四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十
三
万
円
」
を

「
八
十
三
万
円
」
に
、
「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び

第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
保
険
者

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十

万
円

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号
」
を
「
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
、
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
十
一
条
の

三
の
五
第
一
項
第
三
号
の
項
中
「
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
五
号
」
に
改
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二
一
頁

め
、
同
表
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
の
項
中
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条

の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
ま
で
」
を
「
（
第
八
項
及
び
第
九
項

」
に
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
十
一
条
の
三
の
六
、
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項

、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
「
で
あ
つ
て
」
の

下
に
「
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
そ
の
」
を
「
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活

療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
を
削
り
、
「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
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二
二
頁

」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同

項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者

十

六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い

と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の

合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
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二
三
頁

る
。

第
十
一
条
の
三
の
五
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活

療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養
及

び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
四
万
千
七

百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合

算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六

千
五
百
円
と
す
る
。
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二
四
頁

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
組
合
員

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
五
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
及
び
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療

養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対

象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特

定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対

象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
」
に
、

「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」

に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書

中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該

当
の
場
合
」
に
、
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、
「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同

号
ハ
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
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二
五
頁

と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
九
千
円
。
以

下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四

万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
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二
六
頁

万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
五
第
七
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ

て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し

書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回

該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条

第
九
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万

二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「

十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と

し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認

定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
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二
七
頁

十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認

定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千

四
百
円
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
六
第
十
項
中
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五

十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、
「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を

「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
が
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
組
合
員

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
が
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
組
合
員
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
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二
八
頁

万
円

第
十
一
条
の
三
の
七
中
「
三
十
九
万
円
」
を
「
四
十
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
四
条
の
四
中
「
附
則
第
五
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
も
の
の
」
を
「
者
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
療
養
の
給
付
を
受

け
る
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し

た
額
が
二
百
十
万
円
以
下
の
者

第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
」

を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
前
々
年
」
の
下
に
「
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
「
次
項
に
規
定
す
る
」

を
削
り
、
「
六
百
万
円
」
を
「
九
百
一
万
円
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
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二
九
頁

「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号

と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

そ
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
基

準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五

十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九

万
三
千
円
と
す
る
。

四

そ
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
基

準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万
円
以
下
の
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
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三
〇
頁

だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
七
万

五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
四
万

千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ

き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円

に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（

こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

四

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。
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三
一
頁

第
二
十
九
条
の
三
第
八
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」

を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
（
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
」
に
、
「
七
万
五
千

円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
、
「
五
十

万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾

患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」

に
、
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、
「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第

一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該

当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号

ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
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三
二
頁

養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
九
千
円

。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し

た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五

十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に

切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
八
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て

」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書

中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
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三
三
頁

当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第

九
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項

第
五
号
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二

千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十

四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し

、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保

険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八

千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
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三
四
頁

場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保

険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六

千
三
百
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万

五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、

同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保

険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

八
万
三
千
七
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千

円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
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三
五
頁

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保

険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
前
年
」
の
下
に
「
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

」
を
加
え
、
「
六
百
万
円
」
を
「
九
百
一
万
円
」
に
、
「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯

に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を

超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯
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三
六
頁

に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万
円

以
下
の
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

六
十
万
円

第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項

第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の
五
ま
で
」
を
「
（
第
八
項
及
び
第

九
項
」
に
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
三
の
五
、
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
の

五
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
「
で
あ

つ
て
」
の
下
に
「
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
」
を
「
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養
及
び
生
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三
七
頁

活
療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
を
削
り
、
「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
改
め
、
「
、
一
」
の
下
に
「
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

。
」
を
加
え
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同

号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
「
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
前

号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
給
料
の
額
が
五
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除

し
て
得
た
額
以
上
八
十
三
万
円
を
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員
又
は

そ
の
被
扶
養
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係

る
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万

八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
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三
八
頁

額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
給
料
の
額
が
二
十
八
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除

し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養
及
び
生

活
療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養

及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
四
万
千

七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合

算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
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三
九
頁

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六

千
五
百
円
と
す
る
。

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
組
合
員

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
及
び
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活

療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
特
定
疾
患
給
付

対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
」
に

、
「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に

」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し

書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
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四
〇
頁

該
当
の
場
合
」
に
、
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、
「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、

同
号
ハ
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号

ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
九
千
円
。
以

下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
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四
一
頁

万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四

万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
七
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
で
あ

つ
て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ

し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数

回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同

条
第
九
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五

万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を

「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ

と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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四
二
頁

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認

定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五

十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認

定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千

四
百
円
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
十
項
中
「
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十

三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
改
め
、
「
、
一
」
の
下
に
「
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
「
百
二
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四
三
頁

十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
が
属
す
る
月
の
給
料
の
額
が
五
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で

除
し
て
得
た
額
以
上
八
十
三
万
円
を
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
が
属
す
る
月
の
給
料
の
額
が
二
十
八
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で

除
し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

第
二
十
三
条
の
四
中
「
三
十
九
万
円
」
を
「
四
十
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
十
二
条
の
五
の
二
中
「
附
則
第
五
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ホ
ま
で
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、
「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
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四
四
頁

号
ハ
中
「
（
ロ
」
の
下
に
「
及
び
ハ
」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又

は
そ
の
被
扶
養
者

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者

（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
二
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ホ
ま
で
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
前
年
」
の
下
に
「
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、

「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
の
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
六
百
万
円
」
を

「
九
百
一
万
円
」
に
、
「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め

、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る

世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
九
百
一
万
円
以
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四
五
頁

下
の
場
合

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る

世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万
円
以
下
の
場
合
（
ホ
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ニ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ホ
ま
で
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、
「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同

号
ハ
中
「
（
ロ
」
の
下
に
「
及
び
ハ
」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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四
六
頁

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又

は
そ
の
被
扶
養
者

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者

（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
二
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ホ
ま
で
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
前
年
」
の
下
に
「
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、

「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
の
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
六
百
万
円
」
を

「
九
百
一
万
円
」
に
、
「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め

、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る

世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
九
百
一
万
円
以

下
の
場
合

百
四
十
一
万
円
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四
七
頁

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る

世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万
円
以
下
の
場
合
（
ホ
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ニ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円

」
に
改
め
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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四
八
頁

第
七
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
十
八
条
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万

円
以
下
で
あ
る
者

第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
五
項
第
一
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ

た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給

付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改

め
る
。附

則

（
施
行
期
日
）
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四
九
頁

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
六
条

を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
附
則
第
六
条
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
令
附
則

第
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
三
十
四
条
の
四
の
改
正
規

定
並
び
に
第
七
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
五
十
二
条
の
五
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
の
出
産
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児

一
時
金
及
び
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

第
四
条

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
特
定
計
算
期
間
」
と
い
う
。

）
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
健
保
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
二
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五
〇
頁

号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三

十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条

の
二
か
ら
第
四
十
三
条
の
四
ま
で
及
び
第
四
十
四
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特

定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
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五
一
頁

療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
新
給
与
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「

百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十

万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
給
与
令
第
十
七
条
の
六
の
四
か
ら
第
十
七
条
の
六
の
六
ま
で
の

規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の

六
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日

前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児
一
時
金
及
び
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
額
に
つ
い
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五
二
頁

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
八
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

第
九
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は

、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
船
保
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条

第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る

の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
船
保
令

第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第

十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に

行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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五
三
頁

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
一
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
私
学

共
済
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（

以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
新
国
共
済
令
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
二

号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三

十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
私
学
共
済
令
第
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
を
除
く
。
）
、

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
（
第
四
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
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五
四
頁

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と

み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済

法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算

療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
二
条

施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
四
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
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五
五
頁

万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と

あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
ま
で

の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の

日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合

算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算

療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
五
条

施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
「
新
国
保
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
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五
六
頁

二
第
三
項
第
三
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
た
療
養
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
国
保
令
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
（
同
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
、
か
つ
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
七
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
同
月

二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
含
む
。
）
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の

支
給
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
五
万
七
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
八
万
百
円
と

、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）

か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
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五
七
頁

て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
」
と
す
る
。

３

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
同
月
二
日
以
後
に
生
ま

れ
、
か
つ
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
次
条
第
三
項
及
び
第
七
項
に
お

い
て
「
七
十
歳
未
満
国
保
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
者
（

次
条
第
三
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
受
け
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第

二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
二
万
千
円
（
同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
六
項

に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
（
次
条
第
三
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養

」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
月
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
八
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、

同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「

六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
か
ら
第
二
十
九
条
の
四
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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五
八
頁

２

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
同
月

二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
中
「
六
十
三
万
円
」
と
あ
る

の
は
、
「
六
十
七
万
円
」
と
す
る
。

３

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
七
十
歳
未
満
国
保
被
保

険
者
が
特
定
計
算
期
間
に
お
け
る
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
二
万
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
月
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る

場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
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五
九
頁

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
同
月

二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
含
む
。
）
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算

療
養
費
の
支
給
（
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
十

七
万
円
」
と
す
る
。

７

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
七
十
歳
未
満
国
保
被
保

険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第

一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
二
万
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
月
が
あ
る
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
に
つ
い

て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
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六
〇
頁

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

支
給
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新

地
共
済
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」

と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の

は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の
八
ま
で
の
規
定
を
適

用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合

算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合

算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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六
一
頁

第
二
十
一
条

施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療

合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一
号
ロ
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、

同
号
ハ
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
号
ニ
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万

円
」
と
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
号
ハ
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と

あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
号
ニ
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
（
介

護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
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六
二
頁

同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行

わ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
又
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
保
険
法
の

規
定
に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

介
護
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
施
設

サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
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六
三
頁

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一

号
ロ
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
号
ハ
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十

五
万
円
」
と
、
同
号
ニ
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ

る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
号
ハ
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
号
ニ
中
「
六
十

万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期

間
に
行
わ
れ
た
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
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六
四
頁

医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
費

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
三
項
第
三
号
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
た
療
養
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
は
、

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
同
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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六
五
頁

理

由

出
産
・
育
児
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
出
産
育
児
一
時
金
の
金
額
を
見
直
す
と
と
も
に
、
負
担
能
力
に
応
じ

た
負
担
を
求
め
る
観
点
か
ら
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
及
び
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て

高
額
療
養
費
の
算
定
基
準
額
を
見
直
す
ほ
か
、
健
康
保
険
組
合
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
指
定
健
康
保
険
組

合
の
指
定
の
要
件
及
び
健
康
保
険
組
合
の
準
備
金
の
積
立
て
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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◇

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

○

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
15

○

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
（
第
三
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
24

○

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
（
第
四
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
36

○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
（
第
五
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
38

○

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
（
第
六
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
54

○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
第
七
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
70

○

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
（
第
八
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
87

○

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
第
九
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
91

○

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
（
第
十
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
95

○

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
第
十
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
97
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1

新

旧

対

照

条

文

○

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）

（
抄
）

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
出
産
育
児
一
時
金
の
金
額
）

（
出
産
育
児
一
時
金
の
金
額
）

第
三
十
六
条

法
第
百
一
条
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
十
万
四
千
円
と
す
る
。

第
三
十
六
条

法
第
百
一
条
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
十
九
万
円
と
す
る
。
た

た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産

要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
で

で
あ
る
と
保
険
者
が
認
め
る
と
き
は
、
四
十
万
四
千
円
に
、
第
一
号
に
規
定
す
る

あ
る
と
保
険
者
が
認
め
る
と
き
は
、
三
十
九
万
円
に
、
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険

保
険
契
約
に
関
し
被
保
険
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て

契
約
に
関
し
被
保
険
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三

、
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
保
険
者
が
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す

万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
保
険
者
が
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険
者
又
は

６

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険
者
又
は

そ
の
被
扶
養
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
被
扶
養
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る

同
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶

同
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶

養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に

養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
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2

規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
又
は
そ

規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
又
は
そ

の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付

の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付

対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算

対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算

定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額

定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額

療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

７

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象

７

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象

療
養
（
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の

療
養
（
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の

認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
治

認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
治

療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
で
あ
っ
て
、
当
該
疾
病
に
か
か

療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
で
あ
っ
て
長
期
に
わ
た
り
療
養

る
こ
と
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
療

を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ
と

養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
関
す
る
給
付
と
し
て
厚
生

を
目
的
と
し
て
そ
の
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
関

労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。
次
条
第
七
項
に
お
い

す
る
給
付
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う

て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
を
受
け

。
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾
患

た
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保

給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
厚
生
労
働
省
令
で
定

険
者
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
被
保

者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象

険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当

療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基

該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額

準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額
療
養

が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲

費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

げ
る
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
す
る
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
四
十
二
条

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
四
十
二
条

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
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項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二

ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ

で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き

と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療

は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療
養
の

養
の
あ
っ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項
か
ら

あ
っ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項
か
ら
第
四

第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以

月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費

上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数

多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

二

療
養
の
あ
っ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
八
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者
又
は

二

療
養
の
あ
っ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者
又
は

そ
の
被
扶
養
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

そ
の
被
扶
養
者

十
五
万
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四

り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な

万
二
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円

い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ

を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ

金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額

円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の

。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
四
百

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

円
と
す
る
。

三

療
養
の
あ
っ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満

（
新
設
）

の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
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十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費

多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
っ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は

（
新
設
）

そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ

し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す

る
。

五

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
療
養
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
療
養
の
あ
っ

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
療
養
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
療
養
の
あ
っ

た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同

法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の

法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の

規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に

規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
同
号
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
同
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ

い
て
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ

れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の

れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の

施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い

施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養
の
あ
っ
た

て
同
じ
。
）
で
あ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養
の
あ
っ
た

月
に
お
い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者

月
に
お
い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者

を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で

を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二
号
及
び

定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
前
号
に
掲
げ

第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

る
者
を
除
く
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

２

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各

２

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
被
保
険
者
以
外
の
被
保
険
者

四
万
五
十

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
以
外
の
被
保
険
者

四
万
五
十
円
と

円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る

、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養

療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に

に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し

要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万

三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を

三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ

乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数

端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金

金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額

算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千

。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百

二
百
円
と
す
る
。

円
と
す
る
。

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

十
二
万
六
千
三
百
円
と
、
前
条
第
二

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の

（
そ
の
額
が
四
十
二
万
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
四
十
二
万
千
円
）
か
ら
四

額
が
二
十
五
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
五
万
円
）
か
ら
二
十
五
万
円
を

十
二
万
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円

控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は

を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多

に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
万
五
十
円
と
す
る
。

合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
と
す
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項

（
新
設
）

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら

二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
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き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額

（
新
設
）

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

五

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

７

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

７

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ

の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら

の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら

二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
の
あ
っ
た
月
以
前

当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
の
あ
っ
た
月
以
前

の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入

の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入

院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ

院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ

同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療
養
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、

同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療
養
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
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同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が

三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千

四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二

四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二

万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

十
五
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
二
万
六
千
三
百
円
）
と
、

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
七
万
五
千
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

象
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療

定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対

（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
十
二
万

象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
十
五
万
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て

千
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万

同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た

二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場

た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金

合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算

切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額

額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
（
七
十
五
歳

に
あ
っ
て
は
、
十
四
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
）
と
す

の
に
あ
っ
て
は
、
七
万
五
十
円
）
と
す
る
。

る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

（
新
設
）

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾

病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七

十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
十
七
万
九
千

円
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
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千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額

が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五

十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額

。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

（
新
設
）

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し
、

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ホ

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し
、

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し
、

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ

二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
っ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

で
あ
っ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）

ロ

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

ロ

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
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養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ

の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら

の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら

二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
っ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

で
あ
っ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）

る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

８

（
略
）

８

（
略
）

９

前
条
第
九
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

９

前
条
第
九
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す

の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規

後
に
前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養

定
す
る
療
養
の
う
ち
国
が
費
用
を
負
担
す
べ
き
療
養
に
係
る
疾
病
と
し
て
厚
生

の
う
ち
国
が
費
用
を
負
担
す
べ
き
療
養
に
係
る
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
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労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

二
万
円

定
め
る
も
の
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

二
万
円

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
四
十
三
条

被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
一
の
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局

第
四
十
三
条

被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
一
の
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局

若
し
く
は
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し

若
し
く
は
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し

く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
総
称

く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
総
称

す
る
。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法

す
る
。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法

の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険

の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険

外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険

八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険

外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険

外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険

外
併
用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い

外
併
用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き

て
同
じ
。
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き

法
第
八
十
八
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療

法
第
八
十
八
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療

養
費
の
支
給
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問

養
費
の
支
給
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問

看
護
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て

看
護
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
、
第
四
十
一
条
第
一

同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
、
第
四
十
一
条
第
一

項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該

項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該

一
部
負
担
金
の
額
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額

一
部
負
担
金
の
額
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額

か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除

か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除

し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

一

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

次
の

一

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

次
の

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
額

め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

二
十

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
五

五
万
二
千
六
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

万
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二

し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と

千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を

き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額

こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合

を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回

算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
三

該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

千
四
百
円
と
す
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

（
新
設
）

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六

万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千

円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控

除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該

当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

（
新
設
）

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万

七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

ホ

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三
万

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三
万
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五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
四
十
三
条
の
三

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
十
三
条
の
三

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
除
く
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

場
合
を
除
く
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

二

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
八
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者

二

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者

二
百
十
二
万
円

百
二
十
六
万
円

三

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未

（
新
設
）

満
の
被
保
険
者

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
（

（
新
設
）

次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

五

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を

の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を

基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す

基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す

る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市

る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を

町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を

含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に

含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に

住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
被
保
険
者
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四

で
あ
る
被
保
険
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

万
円

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
四
十
四
条

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
（
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号

第
四
十
四
条

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
（
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
三
項
第
二
号
、
第
四

、
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
第
二
号
、
第
四
項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号
、
第
七

項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号
、
第
七
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
二
号
ロ
及
び

項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ロ
並
び
に
第
九
項
第
二
号
並
び
に
第
四
十

第
三
号
ロ
並
び
に
第
九
項
第
二
号
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ

三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
係
る
部
分
を

ま
で
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定

除
く
。
）
の
規
定
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い

は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

２

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に

２

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
一
項

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
前

第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定

条
第
二
項
の
規
定
は
、
基
準
日
に
お
い
て
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
る
者
及
び
そ

は
、
基
準
日
に
お
い
て
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
る
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ

の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す

る
者
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

附

則

附

則

（
指
定
健
康
保
険
組
合
の
指
定
の
要
件
及
び
健
康
保
険
組
合
の
準
備
金
の
積
立
て

（
新
設
）

に
関
す
る
特
例
）

第
五
条

第
二
十
九
条
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間

、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
十
二
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
二
分
の
二
」
と
す
る
。

（
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
又
は
法

第
五
条

法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
又
は
法

第
百
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二

第
百
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二

十
一
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
第

十
一
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
第

四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
こ
れ
ら
の

四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
こ
れ
ら
の
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者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行

者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行

わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
措
置
対

わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
措
置
対

象
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額

象
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額

療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
当
該
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「

療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
当
該
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「

、
当
該
被
保
険
者
」
と
、
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
附
則
第
六
条
第
一
項

、
当
該
被
保
険
者
」
と
、
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
附
則
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と

読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

２

前
項
の
規
定
は
、
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

当
該
日
雇
特
例
被
保
険
者
を
被
保
険
者
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場

当
該
日
雇
特
例
被
保
険
者
を
被
保
険
者
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場

合
に
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
高
額
療

合
に
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
高
額
療

養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
条

削
除
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○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）

（
抄
）

（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

第
十
七
条
の
六

（
略
）

第
十
七
条
の
六

（
略
）

２

自
衛
官
等
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
自
衛
官
等
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
防

２

自
衛
官
等
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
自
衛
官
等
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
防

衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規

衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規

定
す
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
自
衛
官
等
が
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
自
衛
官
等
が
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に

防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に

規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
衛
官
等
が
同
一

規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
衛
官
等
が
同
一

の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
前

の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
前

項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る

項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る

と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準

と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準

額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

３

自
衛
官
等
が
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
自
衛
官

３

自
衛
官
等
が
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
自
衛
官

等
が
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受

等
が
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受

け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
治
療
方
法
が

け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
治
療
方
法
が

確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
で
あ
つ
て
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と
に

確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
で
あ
つ
て
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と

よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
療
養
に
必
要

す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

な
費
用
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
関
す
る
給
付
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定

し
て
そ
の
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
関
す
る
給
付

め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。
次
条
第
三
項

受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
自
衛
官
等
が

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
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防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認

を
受
け
た
自
衛
官
等
が
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又
は
そ
の

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
自
衛
官
等
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一

委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
自
衛
官
等
が
同

の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ

一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に

か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当

係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

該
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費

た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
十
七
条
の
六
の
二

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に

第
十
七
条
の
六
の
二

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養

防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な

ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ

い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に

の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が

に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）

て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一

と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に

円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療
養
の
あ

同
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
又
は
国

一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
が
支
給

家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に

の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合

お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

二

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十

二

療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
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二
条
の
二
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七

）
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
二
条

条
の
六
の
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
八
十
三
万
円
以
上
で
あ
る
自
衛
官

の
二
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
を
い
う
。
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第

二
十
五
万
二
千
六
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
十
三
万
円
以
上
で
あ
る
自
衛
官

十
五
万
円
と

額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る

算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円
に
満

療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し

た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
金

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で

り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以

を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
四

百
円
と
す
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未

（
新
設
）

満
で
あ
る
自
衛
官

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五

万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円

を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ

し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
で
あ
る
自
衛
官

（
新
設
）

等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

五

療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七

三

療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
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月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年

律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特

度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ

別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す

る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法

る
所
得
割
を
除
く
。
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
十
七
条
の
六

が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

の
五
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も

区
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該

の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を

市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課

有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
自
衛
官
等
又
は
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
に
お

期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
自

い
て
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て

衛
官
等
又
は
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に

防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
自
衛
官
等
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲

規
定
す
る
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す

げ
る
者
を
除
く
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該

る
自
衛
官
等
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し

当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

３

前
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費

療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給

用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千

付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い

円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金

と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百

額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に

が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数

お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す

た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養

に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
疾
患
給

（
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
（
当
該
療
養
と
併
せ
て
行
う

付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
（
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
（

同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
療
養
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

当
該
療
養
と
併
せ
て
行
う
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
療
養
を
含

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



19

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既

む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月

に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
を

以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（

受
け
た
自
衛
官
等
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療

入
院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
自
衛
官
等
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
病
院
又
は
診

養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が

療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療
養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に

支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以

定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の

つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

十
五
万
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら

一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象

防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八

付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は

十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗

、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し

額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端

、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と

た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一

（
新
設
）

号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
防

衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に

要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十

五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た

金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



20

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給

（
新
設
）

付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百

円
と
す
る
。

五

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
特
定
疾
患
給

付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百

付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百

円
と
す
る
。

円
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

前
条
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

５

前
条
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

次
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

一
万
円

二

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
（
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
療
養

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
療
養
の
う
ち
国
が

の
う
ち
国
が
費
用
を
負
担
す
べ
き
療
養
に
係
る
疾
病
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め

費
用
を
負
担
す
べ
き
療
養
に
係
る
疾
病
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
係

る
も
の
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

二
万
円

る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

二
万
円

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
十
七
条
の
六
の
三

自
衛
官
等
が
同
一
の
月
に
一
の
第
一
号
医
療
機
関
等
か
ら
療

第
十
七
条
の
六
の
三

自
衛
官
等
が
同
一
の
月
に
一
の
第
一
号
医
療
機
関
等
か
ら
療

養
（
食
事
療
養
、
生
活
療
養
及
び
当
該
自
衛
官
等
が
第
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規

養
（
食
事
療
養
、
生
活
療
養
及
び
当
該
自
衛
官
等
が
第
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規

定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か

定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か

ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
防
衛
大
臣
が
保

ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
防
衛
大
臣
が
保

険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
第
十
七
条
の
四

険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
第
十
七
条
の
四

の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
四
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規

の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
七
条
の
四
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養

に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金

に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金

額
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
金
額
か

額
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
金
額
か

ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し

ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し
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た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
額
」
と
い
う
。
）
の
限
度
に
お
い

た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
額
」
と
い
う
。
）
の
限
度
に
お
い

て
、
当
該
控
除
後
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
免
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
限

て
、
当
該
控
除
後
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
免
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
限

度
に
お
い
て
、
自
衛
官
等
に
対
し
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療

度
に
お
い
て
、
自
衛
官
等
に
対
し
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療

養
費
を
支
給
し
た
も
の
と
み
な
す
。

養
費
を
支
給
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受

け
て
い
る
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定

け
て
い
る
者

十
五
万
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八

に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満

十
四
万
二
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二

た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一

千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円

を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る

、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。

上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

る
。

三

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣

（
新
設
）

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受

け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十

五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千

円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た

だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。
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四

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣

（
新
設
）

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受

け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

五

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣

三

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受

け
て
い
る
者

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

け
て
い
る
者

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
十
七
条
の
六
の
五

前
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
十
七
条
の
六
の
五

前
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

二

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
八
十
三
万
円
以
上
の
自
衛
官

二

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
自
衛
官

二
百
十
二
万
円

百
二
十
六
万
円

三

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円

（
新
設
）

未
満
の
自
衛
官

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
自
衛
官
等

（
新
設
）

（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

五

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず

の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず

れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し

れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し

た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除

な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除

さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



23

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
で
あ
る
自
衛
官
等

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
で
あ
る
自
衛
官
等

（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）

（
抄
）

（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
出
産
育
児
一
時
金
の
金
額
）

（
出
産
育
児
一
時
金
の
金
額
）

第
七
条

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
十
万
四
千
円
と
す

第
七
条

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
十
九
万
円
と
す
る

る
。
た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に

。
た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
出

出
産
で
あ
る
と
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
全
国
健
康

産
で
あ
る
と
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
全
国
健
康
保

保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
が
認
め
る
と
き
は
、
四
十
万
四
千
円
に

険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
が
認
め
る
と
き
は
、
三
十
九
万
円
に
、
第

、
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者

一
号
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
追

が
追
加
的
に
必
要
と
な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲

加
的
に
必
要
と
な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

内
で
協
会
が
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

協
会
が
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険
者
又
は

６

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険
者
又
は

そ
の
被
扶
養
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同

そ
の
被
扶
養
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同

項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養

項
に
規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養

者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定

者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定

す
る
療
養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被

す
る
療
養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
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扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
当
該
特
定
給
付

扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
当
該
特
定
給
付

対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算

対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算

定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額

定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額

療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

７

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象

７

被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象

療
養
（
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
認

療
養
（
当
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
認

定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
健
康
保

定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
健
康
保

険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規

険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を

い
う
。
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

い
う
。
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

疾
病
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
厚
生
労
働
省
令

疾
患
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
被

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
被

保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た

保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た

当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る

当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る

額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

掲
げ
る
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て

掲
げ
る
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て

支
給
す
る
。

支
給
す
る
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
九
条

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の

第
九
条

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
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ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ

で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き

と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療

は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療
養
の

養
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項
か
ら

あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項
か
ら
第
四

第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以

月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費

上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数

多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

二

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
八
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者
又
は

二

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者
又
は

そ
の
被
扶
養
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

そ
の
被
扶
養
者

十
五
万
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四

り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な

万
二
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円

い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ

を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ

金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額

円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の

。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
四
百

場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

円
と
す
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満

（
新
設
）

の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五

十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
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は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費

多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は

（
新
設
）

そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ

し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す

る
。

五

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
療
養
の
あ
つ

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
療
養
の
あ
つ

た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同

法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の

法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の

規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て

規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同

同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地

を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地

に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
で
あ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養
の
あ
つ
た
月
に
お

。
）
で
あ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養
の
あ
つ
た
月
に
お

い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う

い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う

。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
に
該
当
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二
号
及
び
第
三
号

も
の
に
該
当
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数

除
く
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

２

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各

２

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
被
保
険
者
以
外
の
被
保
険
者

四
万
五
十

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
以
外
の
被
保
険
者

四
万
五
十
円
と

円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る

、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養

療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に

に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
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要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万

三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を

三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ

乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数

端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金

金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額

算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千

。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百

二
百
円
と
す
る
。

円
と
す
る
。

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

十
二
万
六
千
三
百
円
と
、
前
条
第
二

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の

（
そ
の
額
が
四
十
二
万
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
四
十
二
万
千
円
）
か
ら
四

額
が
二
十
五
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
五
万
円
）
か
ら
二
十
五
万
円
を

十
二
万
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円

控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は

を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多

に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
十
円
と
す
る
。

合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
と
す
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項

（
新
設
）

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら

二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額

（
新
設
）
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療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

五

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

７

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

７

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ

の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら

の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら

二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月
以
前

当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月
以
前

の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入

の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入

院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ

院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ

同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療
養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、

同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療
養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が

三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
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四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二

四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二

万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

十
五
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
六
千
三
百
円
）
と
、

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
千
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

象
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療

定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対

（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
十
二
万

象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
五
万
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て

千
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万

同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た

二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場

た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金

合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算

切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額

額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
（
七
十
五
歳

に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
）
と
す

の
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
十
円
）
と
す
る
。

る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

（
新
設
）

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾

病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七

十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
九
千

円
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八

千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額

が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
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十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額

。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

（
新
設
）

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し
、

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ホ

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し
、

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し
、

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
つ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

で
あ
つ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

ロ

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ

の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら

の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら

二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
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に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
つ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

で
あ
つ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）

る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

８

（
略
）

８

（
略
）

９

前
条
第
九
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

９

前
条
第
九
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す

の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規

後
に
前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養

定
す
る
療
養
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定

の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

二
万
円

二
万
円

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）
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第
十
条

被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
一
の
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
若
し

第
十
条

被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
一
の
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
若
し

く
は
法
第
五
十
三
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は

く
は
法
第
五
十
三
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は

薬
局
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
総
称
す
る

薬
局
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
総
称
す
る

。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
つ
い
て
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法

。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
つ
い
て
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法

の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険

の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険

外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
六
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
六
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併
用
療
養

六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併
用
療
養

費
の
支
給
に
係
る
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併
用
療
養

費
の
支
給
に
係
る
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併
用
療
養

費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
六
十
五

又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
六
十
五

条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給

条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給

に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問
看
護
療
養
費

に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問
看
護
療
養
費

の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

支
払
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
協
会
は
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら

支
払
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
協
会
は
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
、

第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
、

保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲

保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お

い
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
支
払
う
も
の
と
す

い
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
支
払
う
も
の
と
す

る
。

る
。

一

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

次
の
イ
か

一

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

次
の
イ
か

ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

額

額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

二
十
五

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
五
万

万
二
千
六
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
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よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千

た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き

円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控

は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ

額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算

一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該

額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千

当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

四
百
円
と
す
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

（
新
設
）

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万

七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円

に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除

し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一

円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

（
新
設
）

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七

千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四

万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

ホ

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三
万
五

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
協
会
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三
万
五

千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
十
二
条

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の

第
十
二
条

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の

介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

二

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
八
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者

二

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者

二
百
十
二
万
円

百
二
十
六
万
円

三

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未

（
新
設
）

満
の
被
保
険
者

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
（

（
新
設
）

次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

五

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を

の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を

基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す

基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す

る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市

る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を

町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を

含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に

含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に

住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
被
保
険
者
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四

で
あ
る
被
保
険
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

万
円

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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○

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）

（
抄
）

（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
短
期
給
付
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
準
用
）

（
短
期
給
付
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
準
用
）

第
六
条

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
給
付
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員

第
六
条

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
給
付
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員

共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
十
一
条
の
三
の
二

共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
十
一
条
の
三
の
二

、
第
十
一
条
の
三
の
四
、
第
十
一
条
の
三
の
五
、
第
十
一
条
の
三
の
六
（
第
十
二

、
第
十
一
条
の
三
の
四
、
第
十
一
条
の
三
の
五
、
第
十
一
条
の
三
の
六
（
第
十
二

項
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び

項
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び

に
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第

に
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第

十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
の
三
の
七
か
ら
第
十
一

十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
の
三
の
七
か
ら
第
十
一

条
の
三
の
九
ま
で
、
第
十
一
条
の
四
、
附
則
第
三
十
四
条
の
三
並
び
に
附
則
第
三

条
の
三
の
九
ま
で
、
第
十
一
条
の
四
、
附
則
第
三
十
四
条
の
三
並
び
に
附
則
第
三

十
四
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
同

十
四
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
同

令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
一
項
、
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
四
項

令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
一
項
、
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
四
項

各
号
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
五
号
、
第
三
項
第

各
号
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号
、
第
三
項
第

四
号
及
び
第
九
項
、
第
十
一
条
の
三
の
六
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
一

四
号
及
び
第
九
項
、
第
十
一
条
の
三
の
六
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
一

条
の
三
の
六
の
二
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
五
号
、
第
二
項
第
四
号

条
の
三
の
六
の
二
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
第
四
号

、
第
三
項
、
第
五
項
の
表
及
び
第
六
項
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
、
第

、
第
三
項
、
第
五
項
の
表
及
び
第
六
項
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
、
第

十
一
条
の
三
の
九
、
附
則
第
三
十
四
条
の
三
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の
四
の
規

十
一
条
の
三
の
九
、
附
則
第
三
十
四
条
の
三
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の
四
の
規

定
を
除
く
。
）
中
「
組
合
員
」
と
あ
る
の
は
「
加
入
者
」
と
、
「
財
務
省
令
」
と

定
を
除
く
。
）
中
「
組
合
員
」
と
あ
る
の
は
「
加
入
者
」
と
、
「
財
務
省
令
」
と

あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
私
立
学
校
教
職
員
共

あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
私
立
学
校
教
職
員
共

済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
、
「
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
事
業

済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
、
「
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
事
業

団
」
と
、
「
標
準
報
酬
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
給
与
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次

団
」
と
、
「
標
準
報
酬
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
給
与
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
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の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
一
条
の
三
の
五
第

組
合
員

加
入
者

第
十
一
条
の
三
の
五
第

組
合
員

加
入
者

一
項
第
五
号

一
項
第
三
号

財
務
省
令

文
科
科
学
省
令

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
一
条
の
三
の
六
の

組
合
員

加
入
者

第
十
一
条
の
三
の
六
の

組
合
員

加
入
者

三
第
一
項
第
五
号

三
第
一
項
第
三
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）

（
抄
）

（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

第
十
一
条
の
三
の
四

高
額
療
養
費
は
、
同
一
の
月
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
金
額
を

第
十
一
条
の
三
の
四

高
額
療
養
費
は
、
同
一
の
月
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
金
額
を

合
算
し
た
金
額
か
ら
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療

合
算
し
た
金
額
か
ら
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療

養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
部
負
担
金
等
世
帯
合

養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
部
負
担
金
等
世
帯
合

算
額
」
と
い
う
。
）
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も

算
額
」
と
い
う
。
）
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準

の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準

額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

一

組
合
員
（
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外

一

組
合
員
（
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外

併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
ま
で
及
び
附
則
第
三
十
四
条

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
ま
で
及
び
附
則
第
三
十
四
条

の
三
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
法
第
五
十
九
条
第
一

の
三
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
法
第
五
十
九
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
家
族
療
養
費
又
は
家
族
訪
問
看
護

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
家
族
療
養
費
又
は
家
族
訪
問
看
護

療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条

療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条

の
三
の
六
ま
で
及
び
附
則
第
三
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
一
の
月

の
三
の
六
ま
で
及
び
附
則
第
三
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
一
の
月

に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
療
養
機
関
（
以
下
「
病
院

に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
療
養
機
関
（
以
下
「
病
院

等
」
と
い
う
。
）
か
ら
受
け
た
療
養
（
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

等
」
と
い
う
。
）
か
ら
受
け
た
療
養
（
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
食
事
療
養
（
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）

す
る
食
事
療
養
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
ま
で
に
お
い
て
「
食

及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お

事
療
養
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以
下
こ
の

い
て
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が

条
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
ま
で
に
お
い
て
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
並
び
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第
八
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。

に
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
八
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お

以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
、
第
三
項
及
び

け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
十

第
五
項
並
び
に
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一

一
条
の
三
の
六
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第

項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
次
号
に
規
定
す
る
特

一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
次
号
に
規
定
す
る

定
給
付
対
象
療
養
以
外
の
も
の
に
係
る
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
（

特
定
給
付
対
象
療
養
以
外
の
も
の
に
係
る
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二

（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

万
千
円
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る

二
万
千
円
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係

も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
金

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た

額

金
額

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
組
合
員
又
は
そ
の

６

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
組
合
員
又
は
そ
の

被
扶
養
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に

被
扶
養
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に

規
定
す
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第

規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療

九
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療

養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が

養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が

同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係

同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係

る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を

る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を

超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費
算

超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費
算

定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

７

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療

７

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療

養
（
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を

養
（
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を

受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
治
療
方
法

受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
治
療
方
法

が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
で
あ
つ
て
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と

が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
で
あ
つ
て
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要

に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
療
養
に
必

と
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
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要
な
費
用
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
関
す
る
給
付
と
し
て
財
務
大
臣
が

と
し
て
そ
の
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
関
す
る
給

定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
七
項
に

付
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
を

項
及
び
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

受
け
た
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合

疾
患
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
財
務
省
令
で
定
め

の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
同

る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
組
合
員
又

一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に

は
そ
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定

係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

疾
患
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費

額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る

算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

金
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
す
る
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
十
一
条
の
三
の
五

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に

第
十
一
条
の
三
の
五

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養

財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な

ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ

い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に

の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が

に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）

て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一

と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に

円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療
養
の
あ

高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。

つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
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第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は

あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数
回

、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

二

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
八
十
三
万
円
以
上
の
組
合
員
又
は

二

療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

そ
の
被
扶
養
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

）
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
組
合
員
又
は
そ
の

号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る

被
扶
養
者

十
五
万
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四

を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

万
二
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円

定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と

を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満

き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き

得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る

数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ

と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金

し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未

（
新
設
）

満
の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五

十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の

合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三

千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
組
合
員
又
は

（
新
設
）

そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
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し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す

る
。

五

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
の

あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方

あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八

二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税

条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一

を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割

項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む

を
除
く
。
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
課

。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民

さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
条
例

税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と

い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
項
第

し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
当
該

な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
組

療
養
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定

合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護

す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
財

者
（
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
第
三
項
に

務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高

組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
万
五

額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万

四
千
六
百
円
と
す
る
。

２

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各

２

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
組
合
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
組
合
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
組
合
員
以
外
の
組
合
員

四
万
五
十
円
と

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
組
合
員
以
外
の
組
合
員

四
万
五
十
円
と
、
前

、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る

条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養

療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し

（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万

に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五

三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗

百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円

じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
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の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し

の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き

、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る

た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ

合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す

る
。

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
組
合
員

十
二
万
六
千
三
百
円
と
、
前
条
第
二
項

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
組
合
員

七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
び

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

そ
の
額
が
四
十
二
万
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
四
十
二
万
千
円
）
か
ら
四
十

当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
五
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は

二
万
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に

、
二
十
五
万
円
）
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で

得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以

数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ

上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金

額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
十
円

額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

と
す
る
。

あ
つ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
と
す
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第

（
新
設
）

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二

十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の

合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六

千
五
百
円
と
す
る
。

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
組
合
員

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療

（
新
設
）
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養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

五

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
組
合
員

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

３

前
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

３

前
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

四
万
四
千
四
百
円

二

法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定

二

法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

が
適
用
さ
れ
る
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。

よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円

）
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た

に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し

費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七

た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金

を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端

こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額

数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養

の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も

（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で

の
に
該
当
す
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る

あ
る
者
で
あ
つ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
組
合
員
若
し
く
は
そ

者
を
除
く
。
）

二
万
四
千
六
百
円

の
被
扶
養
者
（
前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
万
四
千
六
百
円

四

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
同
号
に
規

四

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
同
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
を
除
く
。
）
に
相
当

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
を
除
く
。
）
に
相
当

す
る
者
又
は
療
養
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
財
務

す
る
者
又
は
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
月
に
お

省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二
号

い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
組

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万
五
千
円

合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万
五
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千
円

４

前
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

４

前
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

二
万
二
千
二
百
円

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合

算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
財

た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
金

そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金

を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

７

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

７

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
金
額

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
財

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
財

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
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例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養

に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該

に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
組
合
員
又
は

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
組
合
員
又
は

そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療

そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療

養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。

「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。

）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に

）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

十
五
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
六
千
三
百
円
）
と
、

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
千
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
財

対
象
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円
（

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
十
二
万
千

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
五
万
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同

円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二

じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金

千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、

を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
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た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
（
七
十
五
歳
到

八
万
三
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
十
円
）
と
す
る
。

て
は
、
四
万
千
七
百
円
）
と
す
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

（
新
設
）

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象

療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病

給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十

五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
九
千
円

。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千

円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数

金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た

金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

（
新
設
）

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し
、

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ホ

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し
、

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し
、

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
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て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
つ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

で
あ
つ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
金
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
金
額

イ

（
略)

イ

第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）

ロ

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

ロ

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
財

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
財

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数

回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
つ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

で
あ
つ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
）

金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
）
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イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

８

（
略
）

８

（
略
）

９

前
条
第
九
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

９

前
条
第
九
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額

の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す

と
す
る
。
）
と
す
る
。

る
。
）
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規

後
に
前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養

定
す
る
療
養
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定

の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

二
万
円

二
万
円

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
十
一
条
の
三
の
六

組
合
員
が
同
一
の
月
に
一
の
法
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号

第
十
一
条
の
三
の
六

組
合
員
が
同
一
の
月
に
一
の
法
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号

若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六

若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六

項
に
お
い
て
「
第
二
号
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
五
十
六
条
の
二
第

項
に
お
い
て
「
第
二
号
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
五
十
六
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て

一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て

「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項

法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項

第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
、
保
険

第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
、
保
険

外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
五
条
の

外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
五
条
の

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養
に

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養
に

つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額

つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（
訪

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（
訪
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問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ
き

る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ
き

算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う

算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
と

。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
と

き
は
、
組
合
は
、
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

き
は
、
組
合
は
、
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
、
保
険
外
併
用
療

規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
、
保
険
外
併
用
療

養
費
負
担
額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

養
費
負
担
額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当

該
第
二
号
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

該
第
二
号
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

一

第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

一

第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
金
額

で
に
定
め
る
金
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

二
十
五
万
二

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
五
万
円
と

千
六
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

、
当
該
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療

し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円
に
満
た

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十

な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
金

万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端

を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は

数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額

、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千

四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
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た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な

い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額

に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高

額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六

百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四

千
四
百
円
と
す
る
。

ホ

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三
万
五
千
四

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三
万
五
千
四

百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四

百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四

千
六
百
円
と
す
る
。

千
六
百
円
と
す
る
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
～
９

(

略
）

２
～
９

(

略
）

法
第
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
家
族
療
養
費
に
係
る
療

法
第
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
家
族
療
養
費
に
係
る
療

10

10

養
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
の
三
の
四
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高

養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
の
三
の
四
第

額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
七
条

六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る

第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
療
養
を
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
療
養
を
」
と

援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般
疾
病
医
療
費

あ
る
の
は
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

の
支
給
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養

第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
医

を
」
と
、
「
療
養
に
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
療
養
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
」
と
、
「
療
養
に
」
と
あ
る
の
は
「

る
。

そ
の
療
養
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

11

13

11

13
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（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

二

基
準
日
が
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
八
十
三
万
円
以
上
の
組
合
員

二

基
準
日
が
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
組
合
員

二
百
十
二
万
円

百
二
十
六
万
円

三

基
準
日
が
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円

（
新
設
）

未
満
の
組
合
員

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
が
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
組
合
員
（

（
新
設
）

次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

五

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず

の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず

れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し

れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し

た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除

な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除

さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合
員
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

て
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合
員
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

三
十
四
万
円

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
）

（
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
）

第
十
一
条
の
三
の
七

法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
一
条
の
三
の
七

法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
十
万
四

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
十
九
万
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千
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
次

円
と
す
る
。
た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
次
の

の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下

各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に

に
お
け
る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は
、
四
十
万
四
千
円
に
、
第
一
号

お
け
る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は
、
三
十
九
万
円
に
、
第
一
号
に
規

に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と

定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る

な
る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
財
務
省
令
で
定

費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
財
務
省
令
で
定
め
る

め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

附

則

附

則

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
受
け

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
受
け

た
組
合
員
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

た
組
合
員
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
四
条
の
四

法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
組
合
員

第
三
十
四
条
の
四

法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
組
合
員

又
は
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち

又
は
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち

、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象

、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象

療
養
（
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を

療
養
（
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を

い
い
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
つ
て
健
康
保
険
法
施
行

い
い
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
つ
て
健
康
保
険
法
施
行

令
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る

令
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る

べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
六
項
の
規

べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
当
該
組
合
員
」
と

定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
当
該
組
合
員
」
と

あ
る
の
は
「
、
当
該
組
合
員
」
と
、
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
健
康
保
険

あ
る
の
は
「
、
当
該
組
合
員
」
と
、
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
健
康
保
険

法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定

法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替

え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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○

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）

（
抄
）

（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用

３

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

し
な
い
。

一

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
被

一

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
被

保
険
者
で
あ
つ
て
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
被
保

保
険
者
で
あ
つ
て
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
も
の
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
被

険
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す

保
険
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当

る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
令
で

す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
令

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
（
当
該
世
帯
に

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
（
当
該
世
帯

他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
三
百
八
十
三
万
円
）
に
満
た
な
い

に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
三
百
八
十
三
万
円
）
に
満
た
な

者

い
者

二

（
略
）

二

（
略
）

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
被

（
新
設
）

保
険
者
で
あ
つ
て
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
被
保

険
者
に
つ
い
て
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し

た
額
が
二
百
十
万
円
以
下
の
者

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）
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第
二
十
九
条
の
二

（
略
）

第
二
十
九
条
の
二

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

被
保
険
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
保

６

被
保
険
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
保

険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療

養
及
び
当
該
被
保
険
者
が
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合

養
及
び
当
該
被
保
険
者
が
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合

に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
当
該
特
定
給

被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
当
該
特
定
給

付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費

付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費

算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高

算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高

額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

７

被
保
険
者
が
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険

７

被
保
険
者
が
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険

者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定

者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定

す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定

す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い

う
。
次
条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾

う
。
次
条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾

病
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
被
保
険
者
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

患
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
被
保
険
者
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
被
保
険
者
が
同
一
の
月

り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
被
保
険
者
が
同
一
の
月

に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第

に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第

一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る

一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る

と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

８

（
略
）

８

（
略
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
二
十
九
条
の
三

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
二
十
九
条
の
三

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

八
万
百
円
と
、
前
条

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円

（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ

ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で

で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当

と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療

該
療
養
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項

養
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項
か
ら

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数

第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三

が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療

月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と

多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

す
る
。

二

そ
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
療
養

二

そ
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
療

の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月

養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
七

ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
）
の
次
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を

の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
九
百
一
万
円
を
超
え
る
場
合

二
十
五
万
二

合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
場
合

十
五
万
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一

千
六
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省

に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は

額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し

、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を

た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場

乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金

捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り

額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合

上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ

算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百

つ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

円
と
す
る
。
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三

そ
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
療
養

（
新
設
）

の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円

を
超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五

十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費

多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

そ
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
療
養

（
新
設
）

の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万

円
以
下
の
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た

だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と

す
る
。

五

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
者
の
全

三

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
者
の
全

て
に
つ
い
て
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四

て
に
つ
い
て
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四

月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に

月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同

よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同

法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号

法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号

及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
五
号
並
び
に
附
則
第
二
条
第
八
項
に
お

及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
三
号
並
び
に
附
則
第
二
条
第
八
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市

よ
り
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市

町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ

町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ

る
場
合
を
除
く
。
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
の
場

る
場
合
を
除
く
。
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
の
場
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合
」
と
い
う
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

合
」
と
い
う
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

２

前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
基
準
所
得
額
は
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項

２

前
項
第
二
号
の
基
準
所
得
額
は
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

第
四
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
例
（
そ
の
算
定
の

る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
例
（
そ
の
算
定
の
際
第
二
十
九
条
の

際
第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
又
は
同
項

七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
例

に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た
日
以
後
の
最
初
の
七
月
三
十

対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た
日
以
後
の
最
初
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法

あ
る
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）

律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る

第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ

、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金
額

て
計
算
し
た
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第
二

の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第
二
十
九
条
の
四
の
三

十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

３

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

十
二
万
六
千
三
百
円
と
、
前
条
第
二
項
に

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す

規
定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

る
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
四
十
二
万
千
円

算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
五
万
円
に
満
た
な

に
満
た
な
い
と
き
は
、
四
十
二
万
千
円
）
か
ら
四
十
二
万
千
円
を
控
除
し
た
額

い
と
き
は
、
二
十
五
万
円
）
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を

に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に

乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金

、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合

た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て

算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
千
七

は
、
七
万
五
十
円
と
す
る
。

百
円
と
す
る
。

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
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よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円

に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し

た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り

上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

四

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

（
新
設
）

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

五

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）

８

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

８

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対

象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一

象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一

号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚

号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下

こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の

ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
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で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し

で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し

、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月
以

、
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月
以

前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（

前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（

入
院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
病
院
又
は

入
院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
病
院
又
は

診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療
養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
条
第
七
項
の
規

診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療
養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場

定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場

合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数

合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数

回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五

回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五

歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）

歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）

と
す
る
。

と
す
る
。

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

十
五
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対

達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
六
千
三
百
円
）
と

象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
千
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一

、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付

号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚

対
象
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
十
二

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
五
万
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い

万
千
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四

て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し

万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額

切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合

に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高

算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
（
七
十
五

合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る

歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
）
と

も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
十
円
）
と
す
る
。

す
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達

（
新
設
）

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
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条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象

療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定

疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（

七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
九

千
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万

八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金

額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算

額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

（
新
設
）

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し

、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ホ

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し

、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

、
二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
つ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

で
あ
つ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対

ロ

第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対

象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一

象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一

号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚

号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下

こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の

ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上

で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し

で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し

、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
つ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

で
あ
つ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
に
二

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
に
二

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

９

前
条
第
八
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

９

前
条
第
八
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す

の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
（
七
十
歳
に
達

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属

す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
八
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た

す
る
月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
八
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項

者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
九

に
規
定
す
る
療
養
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
九
項
第
二
号
に

項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。

者
を
除
く
。
）

二
万
円

）

二
万
円

第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
又
は
同
項

第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
又
は
同
項

10

10

に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た
日
以
後
の
最
初
の
七
月
三
十

に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た
日
以
後
の
最
初
の
七
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
対
す
る
第
一
項
第
五
号
及
び

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
対
す
る
第
一
項
第
三
号
及
び

第
四
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
五
号
中
「
又
は
」
と
あ

第
四
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非

る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非

課
税
」
と
あ
る
の
は
「
）
又
は
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
並
び
に

課
税
」
と
あ
る
の
は
「
）
又
は
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
並
び
に

当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
九
号
イ
に
規
定

当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
九
号
イ
に
規
定

す
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

す
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

」
と
い
う
。
）
の
全
て
に
つ
い
て
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該

」
と
い
う
。
）
の
す
べ
て
に
つ
い
て
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当

療
養
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
）
の
所

該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
）
の

得
に
つ
い
て
同
条
第
五
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
同
項
第
一
号
に

所
得
に
つ
い
て
同
条
第
五
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
同
項
第
一
号

規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計

さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被

算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象

保
険
者
等
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た
日
以
後

被
保
険
者
等
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た
日
以

の
最
初
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額
に
所
得
税

後
の
最
初
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額
に
所
得

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金

て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た

額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
の
合
算
額
が
地
方

金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
の
合
算
額
が
地

税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保

方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被

険
者
の
数
と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
に
四
十
五
万
円
を
乗
じ
て
得

保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
に
四
十
五
万
円
を
乗
じ
て

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
（
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
町

得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
（
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
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村
民
税
世
帯
非
課
税
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
所
属
世
帯
特
例
基
準
」
と
、
第

町
村
民
税
世
帯
非
課
税
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
所
属
世
帯
特
例
基
準
」
と
、

四
項
第
三
号
中
「
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
所
属
世

第
四
項
第
三
号
中
「
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
所
属

帯
特
例
基
準
の
場
合
」
と
す
る
。

世
帯
特
例
基
準
の
場
合
」
と
す
る
。

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
九
条
の
四

被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
保
険
医
療
機
関
等
（

第
二
十
九
条
の
四

被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
保
険
医
療
機
関
等
（

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
（
第
五
項

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
（
第
五
項

及
び
第
六
項
並
び
に
附
則
第
二
条
第
七
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
」
と
い
う

及
び
第
六
項
並
び
に
附
則
第
二
条
第
七
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
」
と
い
う

。
）
又
は
同
号
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
並
び

。
）
又
は
同
号
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
並
び

に
附
則
第
二
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（

に
附
則
第
二
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（

同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ

同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
三
項
並
び
に
附
則
第
二
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

の
項
及
び
第
三
項
並
び
に
附
則
第
二
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
一
部
負
担
金
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額

て
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
一
部
負
担
金
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額

（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併

る
法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併

用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併

用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併

用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同

用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第

じ
。
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第

五
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療

五
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療

養
費
の
支
給
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問

養
費
の
支
給
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問

看
護
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

看
護
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
、
第
二
十
九
条
の
二

同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
、
第
二
十
九
条
の
二

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対
し
支
給
す
べ

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対
し
支
給
す
べ

き
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担

き
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
、
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担

額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
世

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
世
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帯
主
又
は
組
合
員
に
代
わ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業

帯
主
又
は
組
合
員
に
代
わ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業

者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

一

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

一

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
額

め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

二

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十

十
五
万
二
千
六
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

五
万
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万

定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い

二
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円

と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ

を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端

数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は

数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金

、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ

額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の

れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数

合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万

回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

三
千
四
百
円
と
す
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

（
新
設
）

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十

六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八

千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を

控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回

該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。
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ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

（
新
設
）

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五

万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

ホ

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三

万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

二

第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

二

第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場
合

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
額

め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

前
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

ロ

前
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

七

二
万
六
千
三
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

万
五
千
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
四
十
二
万
千

算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
五
万
円
に
満
た

円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
四
十
二
万
千
円
）
か
ら
四
十
二
万
千
円
を
控
除
し

な
い
と
き
は
、
二
十
五
万
円
）
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の

た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ

切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た

に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の

額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て

場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
十
円
と
す
る
。

は
、
四
万
千
七
百
円
と
す
る
。

ハ

前
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

（
新
設
）

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

八

万
三
千
七
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
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円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控

除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該

当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

（
新
設
）

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

二

万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

ホ

前
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

ハ

前
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

一

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

一

万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
二
十
九
条
の
四
の
三

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用

第
二
十
九
条
の
四
の
三

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

六
十
七
万
円

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

六
十
七
万
円

二

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民

二

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
被
保
険
者
に
つ
い

基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
八
月
一
日
か
ら

て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
八
月
一
日
か

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ

ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
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て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
。
次
号
及
び
第
四
号

つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
）
の
基
準
所
得
額

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
九
百
一
万
円
を
超
え
る

を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
場
合

百
二
十
六
万
円

場
合

二
百
十
二
万
円

三

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民

（
新
設
）

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て

基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を

超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民

（
新
設
）

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て

基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万
円

以
下
の
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

六
十
万
円

五

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民

三

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
及
び
そ
の
世
帯
員
の
全
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
及
び
そ
の
世
帯
員
の
す
べ
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す

年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十

る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三

一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町

該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市

村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市

町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村
民

市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村

税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合

民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場

を
除
く
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と

合
を
除
く
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
の
場
合
」

い
う
。
）

三
十
四
万
円

と
い
う
。
）

三
十
四
万
円

２

前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
基
準
所
得
額
は
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項

２

前
項
第
二
号
の
基
準
所
得
額
は
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

第
四
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
す

る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
又
は
同
項

６

第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
又
は
同
項
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に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た
日
以
後
の
最
初
の
七
月
三
十

に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た
日
以
後
の
最
初
の
七
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
対
す
る
第
一
項
第
五
号
及
び

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
対
す
る
第
一
項
第
三
号
及
び

第
三
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
五
号
中
「
又
は
」
と
あ

第
三
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非

る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非

課
税
」
と
あ
る
の
は
「
）
又
は
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
及
び
そ

課
税
」
と
あ
る
の
は
「
）
又
は
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
及
び
そ

の
世
帯
員
並
び
に
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
同
一
世

の
世
帯
員
並
び
に
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
」
と
い
う
。
）
の

帯
所
属
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
」
と
い
う
。
）
の

全
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
八

す
べ
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場

八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
）
の
所
得
に

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
）
の
所
得

つ
い
て
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
同
項
第

に
つ
い
て
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
同
項

一
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し

第
一
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分

て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例

し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特

対
象
被
保
険
者
等
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ
た

例
対
象
被
保
険
者
等
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
な
く
な
つ

日
以
後
の
最
初
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額
に

た
日
以
後
の
最
初
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額

所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算

に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計

し
た
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
の
合
算
額

算
し
た
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
の
合
算

が
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額
に
そ
の
世
帯
に
属
す

額
が
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額
に
そ
の
世
帯
に
属

る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
に
四
十
五
万
円
を
乗

す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
に
四
十
五
万
円
を

じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
（
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て

乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
（
第
三
項
第
三
号
に
お
い

「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
所
属
世
帯
特
例
基
準
」

て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
所
属
世
帯
特
例
基
準

と
、
第
三
項
第
三
号
中
「
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等

」
と
、
第
三
項
第
三
号
中
「
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者

所
属
世
帯
特
例
基
準
の
場
合
」
と
す
る
。

等
所
属
世
帯
特
例
基
準
の
場
合
」
と
す
る
。
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○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）

（
抄
）

（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

第
二
十
三
条
の
三
の
三

高
額
療
養
費
は
、
同
一
の
月
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
金
額

第
二
十
三
条
の
三
の
三

高
額
療
養
費
は
、
同
一
の
月
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
金
額

を
合
算
し
た
金
額
か
ら
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額

を
合
算
し
た
金
額
か
ら
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額

療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
部
負
担
金
等
世
帯

療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
部
負
担
金
等
世
帯

合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る

合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る

も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基

も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基

準
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

準
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

一

組
合
員
（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外

一

組
合
員
（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外

併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の
五
ま
で
及
び
附
則
第
五
十
二

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の
五
ま
で
及
び
附
則
第
五
十
二

条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
法
第
六
十
一
条
第

条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
法
第
六
十
一
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
家
族
療
養
費
又
は
家
族
訪
問
看

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
家
族
療
養
費
又
は
家
族
訪
問
看

護
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十

護
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十

三
条
の
三
の
五
ま
で
及
び
附
則
第
五
十
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
一

三
条
の
三
の
五
ま
で
及
び
附
則
第
五
十
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
一

の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
療
養
機
関
（
以
下
「

の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
療
養
機
関
（
以
下
「

病
院
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
受
け
た
療
養
（
法
第
五
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に

病
院
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
受
け
た
療
養
（
法
第
五
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
食
事
療
養
（
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
「
食
事
療
養
」
と
い
う

規
定
す
る
食
事
療
養
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の
五
ま
で
に
お
い

。
）
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
第
八
項
及
び
第
九
項

て
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以

に
お
い
て
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養

下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の
五
ま
で
に
お
い
て
「
生
活
療
養
」
と
い
う
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者
が
第
八
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除

。
）
並
び
に
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
八
項
の
規
定
に
該
当
す
る

く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
、
第
三

場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま

項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
の
六
並
び
に
附
則
第
五
十
二
条
の
五

で
、
第
二
十
三
条
の
三
の
五
、
第
二
十
三
条
の
三
の
六
並
び
に
附
則
第
五
十
二

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
次
号
に
規
定
す

条
の
五
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
次
号
に

る
特
定
給
付
対
象
療
養
以
外
の
も
の
に
係
る
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金

規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
以
外
の
も
の
に
係
る
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲

額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

げ
る
金
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

、
二
万
千
円
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に

つ
て
は
、
二
万
千
円
（
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を

た
金
額

合
算
し
た
金
額

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
組
合
員
又
は
そ
の

６

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
組
合
員
又
は
そ
の

被
扶
養
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に

被
扶
養
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に

規
定
す
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第

規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療

九
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療

養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が

養
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が

同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係

同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係

る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を

る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を

超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費
算

超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費
算

定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

７

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療

７

組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療

養
（
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を

養
（
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
認
定
を

受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
治
療
方
法

受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
治
療
方
法

が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
で
あ
つ
て
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と

が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
疾
病
で
あ
つ
て
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要

に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
療
養
に
必

と
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
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要
な
費
用
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
関
す
る
給
付
と
し
て
総
務
大
臣
が

と
し
て
そ
の
療
養
に
必
要
な
費
用
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
医
療
に
関
す
る
給

定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
七
項
に

付
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
を

項
及
び
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定

受
け
た
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合

疾
患
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
主
務
省
令
で
定
め

の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
同

る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
組
合
員
又

一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に

は
そ
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定

係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

疾
患
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
高

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
高
額
療
養
費

額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る

算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

金
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
す
る
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
二
十
三
条
の
三
の
四

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号

第
二
十
三
条
の
三
の
四

前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額

及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か

し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な

ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ

い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に

の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が

に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）

て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一

と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に

円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
療
養
の
あ

高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。

つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
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第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ

あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数
回

て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

二

療
養
の
あ
つ
た
月
の
給
料
の
額
が
八
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規

二

療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い

）
の
あ
つ
た
月
の
給
料
の
額
が
五
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

て
は
、
一
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
除
し
て
得
た
額
以
上
で

る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は

あ
る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
と
、
前
条
第
一
項

、
一
）
で
除
し
て
得
た
額
以
上
で
あ
る
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者

十
五
万

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
総

円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

係
る
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に

そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら

要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）

八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の

か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と

銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の

の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四

合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三

万
百
円
と
す
る
。

千
四
百
円
と
す
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
給
料
の
額
が
五
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
以
上
八
十
三
万
円
を
同
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員
又
は

そ
の
被
扶
養
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万

八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を

控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
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、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
給
料
の
額
が
二
十
八
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員
又
は
そ
の

被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

五

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
の

あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方

あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八

二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税

条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項

を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割

第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

を
除
く
。
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ

同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税

れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
条
例
で

を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し

て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
項
第
三

、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
当
該
療

い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合

養
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す

員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者

る
要
保
護
者
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
総
務

（
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
第
三
項
に
お

省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二
号

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
組

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
万
五
千
四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額

合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
万
五
千

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四
千
六
百
円
と
す
る
。

四
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四

千
六
百
円
と
す
る
。

２

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各

２

前
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
当
該
被
扶
養
者
に
係
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
組
合
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
組
合
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
組
合
員
以
外
の
組
合
員

四
万
五
十
円
と

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
組
合
員
以
外
の
組
合
員

四
万
五
十
円
と
、
前

、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る

条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養

療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し

（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
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た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万

に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五

三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗

百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円

じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し

の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き

、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る

た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場

と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ

合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す

る
。

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
組
合
員

十
二
万
六
千
三
百
円
と
、
前
条
第
二
項

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
組
合
員

七
万
五
千
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
総

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
び

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

そ
の
額
が
四
十
二
万
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
四
十
二
万
千
円
）
か
ら
四
十

当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
五
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は

二
万
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に

、
二
十
五
万
円
）
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で

得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以

数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ

上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金

額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
十
円

額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

と
す
る
。

あ
つ
て
は
、
四
万
千
七
百
円
と
す
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第

（
新
設
）

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二

十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
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合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六

千
五
百
円
と
す
る
。

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
組
合
員

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療

（
新
設
）

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

五

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
組
合
員

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員

一
万
七
千
七
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
と
す
る
。

３

前
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

３

前
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

四
万
四
千
四
百
円

二

法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定

二

法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

が
適
用
さ
れ
る
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。

よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円

）
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た

に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し

費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七

た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金

を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端

こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額

数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養

の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も

（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で

の
に
該
当
す
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る

あ
る
者
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
組
合
員
若
し
く
は
そ

者
を
除
く
。
）

二
万
四
千
六
百
円

の
被
扶
養
者
（
前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
万
四
千
六
百
円

四

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
同
号
に
規

四

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
同
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
を
除
く
。
）
に
相
当

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
を
除
く
。
）
に
相
当
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す
る
者
又
は
療
養
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
総
務

す
る
者
又
は
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
月
に
お

省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二
号

い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
組

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万
五
千
円

合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万
五

千
円

４

前
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

４

前
条
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

二
万
二
千
二
百
円

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
合

算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
総

た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（

い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
金

そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
）

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金

を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

７

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

７

前
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
金
額

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

イ

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
総

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
総
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務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養

に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該

に
限
る
。
）
の
あ
つ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
組
合
員
又
は

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
組
合
員
又
は

そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療

そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療

養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

養
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。

「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。

）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に

）
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

十
五
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
六
千
三
百
円
）
と
、

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
千
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
総

対
象
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

疾
病
給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円
（

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
十
二
万
千

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
五
万
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同

円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二

じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金

千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
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数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、

を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
（
七
十
五
歳
到

八
万
三
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
万
五
十
円
）
と
す
る
。

て
は
、
四
万
千
七
百
円
）
と
す
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時

（
新
設
）

特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象

療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病

給
付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十

五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
九
千
円

。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千

円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数

金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た

金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達

時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

（
新
設
）

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）
。
た
だ
し
、

特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ホ

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

三
万
五
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し
、

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
万
七
千
七
百
円
）
。
た
だ
し
、
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特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

二
万
四
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

て
は
、
一
万
二
千
三
百
円
）
と
す
る
。

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

二

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
つ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

で
あ
つ
て
、
入
院
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
金
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
金
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

ロ

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
五
十
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
総

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
万
三
千
五
百
円
。
以
下
こ
の

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の

十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数

。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数

回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
）
と
す
る
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

で
あ
つ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

で
あ
つ
て
、
外
来
療
養
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
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め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
）

め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

８

（
略
）

８

（
略
）

９

前
条
第
九
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

９

前
条
第
九
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額

も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額

と
す
る
。
）
と
す
る
。

と
す
る
。
）
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

月
の
翌
月
以
後
に
前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規

後
に
前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
療
養
を
受
け
た
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
療
養

定
す
る
療
養
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定

の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

二
万
円

二
万
円

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

（
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
三
条
の
三
の
五

組
合
員
が
同
一
の
月
に
一
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
二

第
二
十
三
条
の
三
の
五

組
合
員
が
同
一
の
月
に
一
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
二

号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
項
及
び
第

号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
こ
の
項
及
び
第

六
項
に
お
い
て
「
第
二
号
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
五
十
八
条
の
二

六
項
に
お
い
て
「
第
二
号
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
五
十
八
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い

て
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て

て
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て

、
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一

、
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一

項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
、
保

項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
、
保

険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
七
条

険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
七
条

の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規

の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養

に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金

に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
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額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（

額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
（

訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が

訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
き
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
に
つ

き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い

き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
訪
問
看
護
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
つ
た

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
つ
た

と
き
は
、
組
合
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

と
き
は
、
組
合
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
、
保
険
外
併

で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
、
保
険
外
併

用
療
養
費
負
担
額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

用
療
養
費
負
担
額
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
限
度
に
お
い
て

、
当
該
第
二
号
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

、
当
該
第
二
号
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

一

第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場

一

第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
場

合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ

合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
定
め
る
金
額

ま
で
に
定
め
る
金
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省

ロ

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

二
十
五
万
二

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
五
万
円
と

千
六
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

、
当
該
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療

し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円
に
満
た

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十

な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二
千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
金

万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額

額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端

を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は

数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額

、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
百
円
と
す
る
。

あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
四
百
円
と
す
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
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四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な

い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額

に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高

額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六

百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四

千
四
百
円
と
す
る
。

ホ

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三
万
五
千
四

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

三
万
五
千
四

百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四

百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
四

千
六
百
円
と
す
る
。

千
六
百
円
と
す
る
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）

法
第
五
十
九
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
家
族
療
養
費
に
係
る
療

法
第
五
十
九
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
家
族
療
養
費
に
係
る
療

10

10

養
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
第
二
十
三
条
の
三
の
三

高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
九

第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す

条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
療
養
を
」
と
あ
る
の
は
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
療
養
を
」

る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般
疾
病
医
療

と
あ
る
の
は
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

費
の
支
給
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療

律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る

養
を
」
と
、
「
療
養
に
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
療
養
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
」
と
、
「
療
養
に
」
と
あ
る
の
は

す
る
。

「
そ
の
療
養
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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・

（
略
）

・

（
略
）

11

12

11

12

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
二
十
三
条
の
三
の
七

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用

第
二
十
三
条
の
三
の
七

前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の

す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

一

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

二

基
準
日
が
属
す
る
月
の
給
料
の
額
が
八
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に

二

基
準
日
が
属
す
る
月
の
給
料
の
額
が
五
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ

い
て
は
、
一
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
除
し
て
得
た
額
以
上

い
て
は
、
一
）
で
除
し
て
得
た
額
以
上
の
組
合
員

百
二
十
六
万
円

の
組
合
員

二
百
十
二
万
円

三

基
準
日
が
属
す
る
月
の
給
料
の
額
が
五
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に

（
新
設
）

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
以
上
八
十
三
万
円
を
同

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
が
属
す
る
月
の
給
料
の
額
が
二
十
八
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に

（
新
設
）

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員
（
次
号

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万
円

五

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

三

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず

の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず

れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し

れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し

た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除

な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除

さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合
員
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

て
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合
員
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円
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三
十
四
万
円

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
）

（
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
）

第
二
十
三
条
の
四

法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
二
十
三
条
の
四

法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
四
十
万
四
千

合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
十
九
万
円

円
と
す
る
。
た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
次
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各

各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に

号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
よ
る
医
学
的
管
理
の
下
に
お

お
け
る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は
、
四
十
万
四
千
円
に
、
第
一
号
に

け
る
出
産
で
あ
る
と
組
合
が
認
め
た
と
き
は
、
三
十
九
万
円
に
、
第
一
号
に
規
定

規
定
す
る
保
険
契
約
に
関
し
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な

す
る
保
険
契
約
に
関
し
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
追
加
的
に
必
要
と
な
る
費

る
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
総
務
省
令
で
定
め

用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
三
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
総
務
省
令
で
定
め
る
金

る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

附

則

附

則

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
受
け

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
受
け

た
組
合
員
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

た
組
合
員
等
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
十
二
条
の
五
の
二

法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
組

第
五
十
二
条
の
五
の
二

法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
組

合
員
又
は
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の

合
員
又
は
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の

う
ち
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付

う
ち
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付

対
象
療
養
（
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象

対
象
療
養
（
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象

療
養
を
い
い
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
つ
て
健
康
保
険

療
養
を
い
い
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
つ
て
健
康
保
険

法
施
行
令
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行

法
施
行
令
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行

わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第

わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第

六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
当
該
組

六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
当
該
組

合
員
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
組
合
員
」
と
、
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
及
び

合
員
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
組
合
員
」
と
、
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
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健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
附
則
第
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」

と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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○

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）

（
抄
）

（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定
基
準

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定
基
準

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

一

基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
額

で
に
定
め
る
額

イ

ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

イ

ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
（
医
療
保
険
各
法
（
国
民
健
康

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
（
医
療
保
険
各
法
（
国
民
健
康

保
険
法
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
給

保
険
法
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
給

料
の
額
及
び
標
準
給
与
の
月
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

料
の
額
及
び
標
準
給
与
の
月
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
八
十
三
万
円
以
上
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶

同
じ
。
）
が
五
十
三
万
円
以
上
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶

養
者

二
百
十
二
万
円

養
者

百
二
十
六
万
円

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万

（
新
設
）

円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者

百
四
十
一
万
円
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ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
用
者

（
新
設
）

保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六

十
万
円

ホ

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の

ハ

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を

規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を

基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属

基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属

す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者

す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者

（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ

（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ

た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の

た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の

施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
で
あ
る
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ロ
及
び
ハ
に

。
）
で
あ
る
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ロ
に
掲
げ
る

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

二

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ホ
ま

二

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

六
十
七
万
円

イ

ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

六
十
七
万
円

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保

該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
国
民
健
康

険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
第
九
項
の
規
定
に

保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
第
九
項
の
規
定

よ
り
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と

に
よ
り
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日

み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の

と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年

前
年
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

の
前
年
）
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二

九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
九
百
一

号
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
場
合

百
二
十
六

万
円
を
超
え
る
場
合

二
百
十
二
万
円

万
円

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

（
新
設
）

該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民
健
康
保
険
法
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施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し

た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

（
新
設
）

該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し

た
額
が
二
百
十
万
円
以
下
の
場
合
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万

円

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、

ホ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
定
め
る
者
の
す

(1)

(2)

(1)

(2)

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
定
め
る
者
の
全

べ
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

(1)

(2)

(1)

(2)

て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前

前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み

年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な

な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分

分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町

の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村

村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
（

（
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同

こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「

「
市
町
村
民
税
国
保
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と
い
う
。
）

三
十
四
万
円

市
町
村
民
税
国
保
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と
い
う
。
）

三
十
四
万
円

・

（
略
）

(1)

(2)

・

（
略
）

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら

(1)

(2)

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の

該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世

世
帯
員
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年

帯
員
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八

八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し

月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
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場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税

方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

を
含
む
。
次
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
各
種

含
む
。
次
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
各
種
所

所
得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
五
条
第

得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
五
条
第
一

一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

同
じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
令
第

じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
令
第
七

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金

条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額

額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
者

十
九
万
円
（
計
算
期

」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
者

十
九
万
円
（
計
算
期
間

間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算

に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対

対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ

象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー

ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十

ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一

一
万
円
と
す
る
。
）

万
円
と
す
る
。
）

７
～

（
略
）

10

７
～

（
略
）

10
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○

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令

（
抄
）

（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定
基
準

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定
基
準

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

一

基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
額

で
に
定
め
る
額

イ

ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

イ

ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

六
十
七
万
円

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
（
医
療
保
険
各
法
（
国
民
健
康

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
（
医
療
保
険
各
法
（
国
民
健
康

保
険
法
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
給

保
険
法
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
給

料
の
額
及
び
標
準
給
与
の
月
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

料
の
額
及
び
標
準
給
与
の
月
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
八
十
三
万
円
以
上
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶

同
じ
。
）
が
五
十
三
万
円
以
上
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶

養
者

二
百
十
二
万
円

養
者

百
二
十
六
万
円

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万

（
新
設
）

円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
用
者

（
新
設
）
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保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六

十
万
円

ホ

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の

ハ

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を

規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を

基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属

基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属

す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者

す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者

（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ

（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ

た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の

た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の

施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
で
あ
る
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ロ
及
び
ハ
に

。
）
で
あ
る
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ロ
に
掲
げ
る

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

二

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ホ
ま

二

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

六
十
七
万
円

イ

ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

六
十
七
万
円

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保

該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
国
民
健
康

険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
第
九
項
の
規
定
に

保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
第
九
項
の
規
定

よ
り
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と

に
よ
り
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日

み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の

と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年

前
年
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

の
前
年
）
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二

九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
九
百
一

号
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
場
合

百
二
十
六

万
円
を
超
え
る
場
合

二
百
十
二
万
円

万
円

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

（
新
設
）

該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
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た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

（
新
設
）

該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し

た
額
が
二
百
十
万
円
以
下
の
場
合
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六
十
万

円

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、

ホ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
定
め
る
者
の
す

(1)

(2)

(1)

(2)

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
定
め
る
者
の
全

べ
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

(1)

(2)

(1)

(2)

て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前

前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み

年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な

な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分

分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町

の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村

村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
（

（
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同

こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「

「
市
町
村
民
税
国
保
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と
い
う
。
）

三
十
四
万
円

市
町
村
民
税
国
保
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と
い
う
。
）

三
十
四
万
円

・

（
略
）

(1)

(2)

・

（
略
）

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら

(1)

(2)

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当

該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の

該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世

世
帯
員
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年

帯
員
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八

八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し

月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
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方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

を
含
む
。
次
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
各
種

含
む
。
次
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
各
種
所

所
得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
五
条
第

得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
五
条
第
一

一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

同
じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
令
第

じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
令
第
七

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金

条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額

額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
者

十
九
万
円
（
計
算
期

」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
者

十
九
万
円
（
計
算
期
間

間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算

に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対

対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ

象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー

ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十

ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一

一
万
円
と
す
る
。
）

万
円
と
す
る
。
）

７
～

（
略
）

10

７
～

（
略
）

10
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○

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）

（
抄
）

（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
災
害
共
済
給
付
の
給
付
基
準
）

（
災
害
共
済
給
付
の
給
付
基
準
）

第
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
災
害
共
済
給
付
（
以
下
こ
の
章

第
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
災
害
共
済
給
付
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
単
に
「
災
害
共
済
給
付
」
と
い
う
。
）
の
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号

に
お
い
て
単
に
「
災
害
共
済
給
付
」
と
い
う
。
）
の
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
給
付
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
掲
げ
る
給
付
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

医
療
費

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

一

医
療
費

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

単
位
療
養
（
同
一
の
月
に
一
の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
者
か
ら

イ

単
位
療
養
（
同
一
の
月
に
一
の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
者
か
ら

受
け
た
療
養
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条

受
け
た
療
養
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
及
び
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
及
び
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
訪
問
看
護
を
い
う
。

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

定
訪
問
看
護
を
い
う
。

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

(1)

(1)

に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
の

又
は

に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
、

に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
の

又
は

に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
、

(1)

(2)

(1)

(2)

そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
（
ロ
に

そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
（
ロ
に

(1)

(2)

(1)

(2)

お
い
て
「
単
位
療
養
額
」
と
い
う
。
）
に
十
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

お
い
て
「
単
位
療
養
額
」
と
い
う
。
）
に
十
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

の
額
が
、
二
十
五
万
二
千
六
百
円
と
、
そ
の
単
位
療
養
に
つ
き
健
康
保
険
法

の
額
が
、
十
五
万
円
と
、
そ
の
単
位
療
養
に
つ
き
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大

施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二

正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労

号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
療
養
に
要
し
た
費

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ

用
の
額
（
そ
の
額
が
八
十
四
万
二
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
八
十
四
万
二

の
額
が
五
十
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
万
円
）
か
ら
五
十
万
円
を
控

千
円
）
か
ら
八
十
四
万
二
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ

が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五

れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
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十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額

一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
文
部
科
学
省

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当

令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
）
を

該
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
）
を
合
算
し
た
額

合
算
し
た
額

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）
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○

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）

（
抄
）

（
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用

３

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ

（
新
設
）

る
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万

円
以
下
で
あ
る
者

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

被
保
険
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
後

４

被
保
険
者
が
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険
者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特

定
疾
病
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
被
保
険
者
が
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢

定
疾
患
給
付
対
象
療
養
及
び
当
該
被
保
険
者
が
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除

者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除

く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一

く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
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の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
者
（
同
項
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。

の
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
の
者
（
同
項
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ

）
に
つ
い
て
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ

ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ

ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ

か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額

か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
を
高
額

療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

５

被
保
険
者
が
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険

５

被
保
険
者
が
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
（
当
該
被
保
険

者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に

者
が
次
項
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に

お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正

お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
の
う
ち
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正

十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。
次
条
第
五
項

臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。
次
条
第
五
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養

を
受
け
た
被
保
険
者
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医

を
受
け
た
被
保
険
者
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
被
保
険
者
が
同
一
の

療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
被
保
険
者
が
同
一
の

月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る

月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
係
る

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準

る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準

額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

額
を
控
除
し
た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
す
る
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
条
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

５

前
条
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

入
院
療
養
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合

一

入
院
療
養
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
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に
定
め
る
額

に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か

ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に

要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二

要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二

十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗

十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数

端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数

金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と

金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と

の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る

の
合
算
額
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る

。
）
の
あ
っ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾

。
）
の
あ
っ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
当
該
特
定
疾

病
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
が
そ
れ
ぞ

患
給
付
対
象
療
養
（
入
院
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
が
そ
れ
ぞ

れ
同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療
養
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て

れ
同
一
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
入
院
療
養
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が

三
月
以
上
あ
る
場
合
（
次
号
ロ
に
お
い
て
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

三
月
以
上
あ
る
場
合
（
次
号
ロ
に
お
い
て
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百

円
と
す
る
。

円
と
す
る
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

入
院
療
養
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合

二

入
院
療
養
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
定
め
る
額

に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

四
万
五
十
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生
労

か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
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100

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
三
万
三
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は

、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分

、
十
三
万
三
千
五
百
円
）
か
ら
十
三
万
三
千
五
百
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い

の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多

た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）
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平成™�年˜˜月˜ 日 水曜日 (号外第™œœ号)官 報

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

 �
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平成™�年˜˜月˜ 日 水曜日 (号外第™œœ号)官 報

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
七
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」

を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾

病
給
付
対
象
療
養
（
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対

象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円（
」

に
、「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
に
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
、「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五

十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾

患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の

場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病

給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

に
要
し
た
費
用
の
額（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
二
十
七
万
九
千
円
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か

ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が

五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療

養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
二

千
二
百
円
）
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
七
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
っ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
で
あ
っ

て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ

た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象

療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万

二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」

を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ

を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
中
「
三
十
九
万
円
」
を
「
四
十
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
六
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項

中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、「
で
あ
っ
て
」
の
下
に
「
、
当
該
疾
病

に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
」
を
加
え
、「
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
そ
の
」
を
「
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十
三

万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二

千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四

十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
、「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

療
養
の
あ
っ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養

者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に

つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五

万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
っ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）
五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千

四
百
円
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
五

千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
四

万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千

円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

政
令
第
三
百
六
十
五
号

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
百
一
条
、
第
百
十
五
条
第
二
項

（
同
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
百
六
十
条
の
二
、

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
、
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
八
十
四
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
六
十
条

の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
六
十
一
条
第
一
項
（
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
五
十
七
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
六

十
二
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
六
十
三
条
第
一

項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
三
項
、
介
護
保
険
法（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
一
条
第
二
項
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）

附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
、
独
立
行
政
法

人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
六
条
第
二
項
並
び
に
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

 �
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ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と

き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算

額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五

十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中「
前
号
」

を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
保
険
者

百
四
十
一
万

円
四

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

六
十
万
円

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
及
び
「
第
二
項
第
二
号
」
の
下
に「
か
ら
第
四
号
ま
で
」

を
、「
第
七
項
第
一
号
ロ
」
及
び
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
の
下
に
「
か
ら
ニ
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」を
加
え
る
。

附
則
第
六
条
を
削
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
附
則
第
五
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
六
条
と

す
る
。

附
則
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
健
康
保
険
組
合
の
指
定
の
要
件
及
び
健
康
保
険
組
合
の
準
備
金
の
積
立
て
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条

第
二
十
九
条
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
十
二
分

の
三
」
と
あ
る
の
は
、「
十
二
分
の
二
」
と
す
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、「
で
あ
つ
て
」
の
下
に
「
、
当
該
疾

病
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
」
を
加
え
、「
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
そ
の
」
を
「
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
」
に
改
め
る
。

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金

額
に
係
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給

付
対
象
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）

か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。）と
の
合
算
額
。

た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数

回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
十
七
条
の
六
の
二
第
五
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八

十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛

大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
防

衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に

満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切

り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。）と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三

千
円
と
す
る
。

四

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
防
衛

大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
十
七
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、「
（
食
事
療
養
及
び

生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中「（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。）」
を
削
り
、「
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
二
号
」
を
「
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
」に
、

「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八

十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中「（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
七
条
の
六

の
五
第
一
項
第
五
号
」
に
、「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二

号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
で
あ
る
自
衛
官

十
六
万
七

千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
防
衛

大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満

た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り

上
げ
た
金
額
と
す
る
。）と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千

円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
で
あ
る
自
衛
官
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）
五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と

す
る
。

第
十
七
条
の
六
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病

給
付
対
象
療
養
」
に
、「
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同

号
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療

養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
患
給
付
対
象

療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
、「
当
該
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療

養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
、「
八
万
三
千
四

百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号

た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

 Ÿ
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第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、同
項
第
二
号
中「
五

十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中「
前
号
」

を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
自
衛
官

百
四
十
一
万

円
四

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
自
衛
官
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

六
十
万
円

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
三
十
九
万
円
」
を
「
四
十
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中「
五
十
三
万
円
」

を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」

に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
二
条
第

一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養

者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に

つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五

万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ

た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）
五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千

四
百
円
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中「
七
万
五
千
円
」

を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
四
万
千
七

百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千

円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千

六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を

「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を

同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
協
会
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き

は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）と
の
合
算
額
。

た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
協
会
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十
三
万

円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
号
」を「
第

二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
保
険
者

百
四
十
一
万

円
四

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
保
険
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

六
十
万
円

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
九
条
第
七
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を

「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病

給
付
対
象
療
養
（
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象

療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
（
」

に
、「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
に
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
、「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五

十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾

患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の

場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾
病

給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
二
十
七
万
九
千
円
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）

か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給

付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千

二
百
円
）
と
す
る
。

第
九
条
第
七
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ

し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養

費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」

に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。
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（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
中
「
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号
」
を
「
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
五
号
」
に
、「
、
第

十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
の
表

第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号
の
項
中
「
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
五
第

一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
の
項
中
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一

項
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中「（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
六
ま
で
」
を「（
第
八
項
及
び
第
九

項
」
に
、「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、「
第
十
一
条
の
三
の
六
、」を
「
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」に
改
め
、「
で

あ
つ
て
」
の
下
に
「
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
」
を
加
え
、「
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方
法
に
関
す
る

研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
」
を
「
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
」
に
改
め
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、「（
食
事
療
養
及
び

生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中「（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。）」
を
削
り
、「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十

万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」に
改
め
、

同
項
第
三
号
中「（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を

「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
、「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養

者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療

養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五

万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。）と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
次
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）
五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千

四
百
円
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
五
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、「（
食
事
療
養
及
び

生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
、「（
食
事

療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、同
号
た
だ
し
書
中「
四

万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金

額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た

費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円

を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。）と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
組
合
員

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
五
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
及
び
同
条
第
四
項
第
二
号
中「（
食
事
療
養
及
び
生

活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
特
定
疾

患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象

療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」

を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二

十
五
万
二
千
六
百
円
（
」
に
、「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を

「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万

千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定

疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
、「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、「
四
万

千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号

ハ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高

額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾

病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に

要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
二
十
七
万
九
千
円
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か

ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。）と
の
合
算
額
。

た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十

五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千

二
百
円
）
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
五
第
七
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

で
あ
つ
て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、

同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給

付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二

十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四

百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、

同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十

五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と

す
る
。）と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。
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第
十
一
条
の
三
の
六
第
十
項
中「（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

三

基
準
日
が
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
組
合
員

百
四
十
一
万

円
四

基
準
日
が
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
二
十
八
万
円
未
満
の
組
合
員
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

六
十
万
円

第
十
一
条
の
三
の
七
中
「
三
十
九
万
円
」
を
「
四
十
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
四
条
の
四
中
「
附
則
第
五
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
も
の
の
」
を
「
者
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
療
養
の
給

付
を
受
け
る
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所

得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万
円
以
下
の
者

第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改

め
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
す

べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
前
々
年
」
の
下
に
「
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。」を
加
え
、「
次
項
に
規
定

す
る
」
を
削
り
、「
六
百
万
円
」
を
「
九
百
一
万
円
」
に
、「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万

円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
五
号
」に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

そ
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前

年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、

前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、

五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

そ
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前

年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万
円
以
下
の
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）
五
万
七
千

六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中

「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し

書
中
「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を「
第
一
項
第
五
号
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
算
し
た
額
に
係
る
療

養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二

十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満

で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り

上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と

す
る
。

四

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
八
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療

養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」を「
特

定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給

付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百

円
（
」
に
、「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
に
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、

同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
、「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、「
四
万
千
七
百
円
」を「
七

万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
た
だ
し
書
中
「
特

定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該

当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
係
る
特
定
疾

病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
二
十
七
万
九
千
円
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）に
満
た
な
い
と
き
は
、五
十
五
万
八
千
円
）

か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額

が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給

付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象

療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。

ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二

千
二
百
円
）
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
八
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
で

あ
つ
て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同

号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養

高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
、
同
条
第
十

項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十

五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百

円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同

号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い

と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合

算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
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第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
万
五
千
円
」
を
「
十

二
万
六
千
三
百
円
」
に
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中「
四
万
千
七
百
円
」

を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ

を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

八
万
三
千
七
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と

き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算

額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

ニ

前
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号

ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
前
年
」
の
下
に
「
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お

い
て
同
じ
。」を
加
え
、「
六
百
万
円
」
を
「
九
百
一
万
円
」
に
、「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

三

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額

が
六
百
万
円
を
超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額

が
二
百
十
万
円
以
下
の
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）
六
十
万
円

第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
加
え
、同
条
第
六
項
中「
第

一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
中「（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
の
五
ま
で
」
を「（
第
八
項
及
び

第
九
項
」
に
、「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、「
第
二
十
三
条
の
三
の
五
、」を
「
第
二
十
三
条
の
三

の
五
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定

疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」

に
改
め
、「
で
あ
つ
て
」
の
下
に
「
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
」
を
加
え
、「
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
治
療
方

法
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
」
を
「
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、「
（
食
事
療
養
及

び
生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中「（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。）」
を
削
り
、「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
改
め
、「
、
一
」
の
下
に
「
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い

て
同
じ
。」を
加
え
、「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改

め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中「（
食
事
療
養
及
び
生

活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
五

号
」
に
、「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二

号
を
加
え
る
。

三

療
養
の
あ
つ
た
月
の
給
料
の
額
が
五
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数

値
で
除
し
て
得
た
額
以
上
八
十
三
万
円
を
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
未
満

の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額

を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費

用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を

控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。）と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

四

療
養
の
あ
つ
た
月
の
給
料
の
額
が
二
十
八
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数

値
で
除
し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
五
万
七
千
六
百
円
。

た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、「（
食
事
療
養
及

び
生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
、「（
食

事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中

「
四
万
千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
組
合
員

八
万
三
千
七
百
円
と
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金

額
を
合
算
し
た
金
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た

費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
七
万
九
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
二
十
七
万
九
千
円
）
か
ら
二
十
七
万
九
千
円

を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。）と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
と
す
る
。

四

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
組
合
員

二
万
八
千
八
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
二
万
二
千
二
百
円
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
及
び
同
条
第
四
項
第
二
号
中「（
食
事
療
養
及
び

生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
特
定

疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対

象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
」に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」

を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
（
」
を
「
二

十
五
万
二
千
六
百
円
（
」
に
、「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を

「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
、「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
二
万

千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定

疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
、「
八
万
三
千
四
百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
、「
四
万

千
七
百
円
」
を
「
七
万
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号

ハ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高

額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
八
万
三
千
七
百
円
）
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
特
定
疾

病
給
付
対
象
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に

要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
二
十
七
万
九
千
円
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十
五
万
八
千
円
）
か

ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を
切
り
捨
て
た
金
額
と
し
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と
す
る
。）と
の
合
算
額
。

た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
（
七
十

五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
千
五
百
円
）
と
す
る
。
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ニ

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
七
千
六
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
二
万
八
千
八
百
円
）。
た
だ
し
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
万
二
千

二
百
円
）
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
七
項
第
二
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
で
あ
つ
て
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
で
あ
つ
て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」に
改
め
、

同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療

養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給

付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
五
万
円
」を「
二

十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
八
万
三
千
四

百
円
」
を
「
十
四
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、

同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

十
六
万
七
千
四
百
円
と
、
当
該
療
養
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
五
十
五
万
八
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
十

五
万
八
千
円
）
か
ら
五
十
五
万
八
千
円
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
た
金
額
と
し
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
金
額
と

す
る
。）と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
万
三
千
円
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ニ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ホ

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」

に
改
め
、
同
号
ハ
中「（
ロ
」
の
下
に
「
及
び
ハ
」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険

者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被

扶
養
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
六
十
万
円

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
二
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ホ

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
前
年
」
の
下
に
「
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。」

を
加
え
、「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
の
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
、「
六

百
万
円
」
を
「
九
百
一
万
円
」
に
、「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
す
べ
て
」
を

「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民

健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円

を
超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民

健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万

円
以
下
の
場
合
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
六
十
万
円

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ニ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
二
千
六
百
円
」
に
、「
五
十
万
円
」
を
「
八
十
四
万
二

千
円
」
に
改
め
る
。

ニ

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組

合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五
万
七
千
六
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
十
項
中「（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
改
め
、「
、
一
」
の
下
に「
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。」を
加
え
、

「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

基
準
日
が
属
す
る
月
の
給
料
の
額
が
五
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

数
値
で
除
し
て
得
た
額
以
上
八
十
三
万
円
を
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
未

満
の
組
合
員

百
四
十
一
万
円

四

基
準
日
が
属
す
る
月
の
給
料
の
額
が
二
十
八
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

数
値
で
除
し
て
得
た
額
未
満
の
組
合
員
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
六
十
万
円

第
二
十
三
条
の
四
中
「
三
十
九
万
円
」
を
「
四
十
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
十
二
条
の
五
の
二
中
「
附
則
第
五
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ホ

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
十
三
万
円
」
を
「
八
十
三
万
円
」
に
、「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」

に
改
め
、
同
号
ハ
中「（
ロ
」
の
下
に
「
及
び
ハ
」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
五
十
三
万
円
以
上
八
十
三
万
円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険

者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
が
二
十
八
万
円
未
満
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被

扶
養
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
六
十
万
円

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
二
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ホ

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「
前
年
」
の
下
に
「
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。」

を
加
え
、「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
の
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
、「
六

百
万
円
」
を
「
九
百
一
万
円
」
に
、「
百
二
十
六
万
円
」
を
「
二
百
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
す
べ
て
」
を

「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民

健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円

を
超
え
九
百
一
万
円
以
下
の
場
合

百
四
十
一
万
円

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

属
す
る
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
国
民

健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
二
百
十
万

円
以
下
の
場
合
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）
六
十
万
円

˜—š
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（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
十
八

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た

額
が
二
百
十
万
円
以
下
で
あ
る
者

第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
五
項
第
一
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、

同
号
ロ
た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
（
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
（
」
に
、「
特
定
疾
患
給
付
対

象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
に
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ

た
だ
し
書
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
高
額

療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則

第
六
条
を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
附
則
第
六
条
と
す
る
改
正
規
定

及
び
同
令
附
則
第
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
三

十
四
条
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
五
十
二
条
の
五
の
二
の
改

正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
の
出
産
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
出
産

育
児
一
時
金
及
び
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
特
定
計
算
期
間
」
と

い
う
。）に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
健
保
令
」
と
い
う
。）第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万

円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み

替
え
て
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
か
ら
第
四
十
三
条
の
四
ま
で
及
び
第
四
十
四
条
（
第
一
項
を
除
く
。）の
規
定

を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場

合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
高
額
介

護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
給
与
令
」
と
い
う
。）第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万

円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」

と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
給
与
令
第
十
七
条
の
六
の

四
か
ら
第
十
七
条
の
六
の
六
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十

七
条
の
六
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ

た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
育
児
一
時
金
及
び
家
族
出
産
育
児
一
時
金
の
額

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
八
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

第
九
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
新
船
保
令
」と
い
う
。）

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十

一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と

読
み
替
え
て
、
新
船
保
令
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特

定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
一
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
新
私
学
共
済
令
」
と
い
う
。）第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共

済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
新
国
共
済
令
」
と
い
う
。）第
十
一
条
の

三
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四

十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」

と
読
み
替
え
て
、
新
私
学
共
済
令
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
（
第
一
項
第

二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
を
除
く
。）、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
（
第
四
項
を
除
く
。）並
び
に
第
十
一
条
の

三
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第
六
条
に
お
い
て
準

用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
私
立
学
校
教
職
員
共
済

法
施
行
令
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養

に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
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平成™�年˜˜月˜ 日 水曜日 (号外第™œœ号)官 報
３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介

護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
二
条

施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
四
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の

は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四

号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
か
ら

第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日

が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規

定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介

護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
五
条

施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
「
新
国
保
令
」
と
い
う
。）第
二
十
七

条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
た
療
養
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療

養
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
国
保
令
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
（
同
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
、
か
つ
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
七
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す

る
同
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
含
む
。）に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高

額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
五
万
七
千
六
百
円
」
と
あ
る
の

は
、「
八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な

い
と
き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を
切
り
捨
て
、

そ
の
端
数
金
額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
の
合
算
額
」
と
す
る
。

３

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
同
月
二
日
以
後

に
生
ま
れ
、
か
つ
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
次
条
第
三
項
及

び
第
七
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
未
満
国
保
被
保
険
者
」
と
い
う
。）が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
、
診
療
所
、

薬
局
そ
の
他
の
者
（
次
条
第
三
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
受
け
た
療
養
に
係
る
国

民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
二
万
千
円

（
同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
（
次
条
第
三
項
及
び
第
七
項
に
お

い
て
「
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
月
に
つ

い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療

養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
新
地
共
済
令
」
と
い
う
。）第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は

「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号

中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
か
ら
第
二

十
三
条
の
三
の
八
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三

の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が

施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規

定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額

介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
一
条

施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
額

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
八
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十

六
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
六
十

万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
か
ら
第
二
十
九
条
の
四

の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す

る
同
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
中
「
六
十
三
万

円
」
と
あ
る
の
は
、「
六
十
七
万
円
」
と
す
る
。

３

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
七
十
歳
未
満
国

保
被
保
険
者
が
特
定
計
算
期
間
に
お
け
る
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
療
養
に
係
る
国
民

健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
二
万
千
円

（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
月
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日

前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介

護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算

療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す

る
同
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
含
む
。）に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高

額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
（
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の

は
、「
六
十
七
万
円
」
と
す
る
。

７

昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
七
十
歳
未
満
国

保
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
に
つ
い
て
受
け
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二

十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
二
万
千
円
（
七
十
五
歳
到
達
時
特
例
対

象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
百
円
）
以
上
の
月
が
あ
る
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
計
算
期
間
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

˜—œ
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（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
介
護
保
険
法
の
規
定

に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
八

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一
号
ロ
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ

る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
号
ハ
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
号
ニ
中

「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十

六
万
円
」
と
、
同
号
ハ
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
号
ニ
中
「
六
十
万
円
」
と

あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
（
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定

計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医

療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
保

険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条

特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附

則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。）第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定

す
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高

額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険

法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一
号
ロ
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
号

ハ
中
「
百
四
十
一
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
号
ニ
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三

万
円
」
と
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
二
百
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
七
十
六
万
円
」
と
、
同
号
ハ
中
「
百
四
十
一

万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
十
五
万
円
」
と
、
同
号
ニ
中
「
六
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
三
万
円
」
と
読
み
替

え
て
、
同
条
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
計
算
期
間
に
お
い
て
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三

十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
さ
れ
た
日
が
施
行
日
前
の
日
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
特
定
計
算
期
間
に
行
わ
れ
た
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療

合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ

る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
規
定
に
よ
る

医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
三
項
第

三
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
た
療
養
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
三
項
第
三
号
の
規

定
は
、
昭
和
二
十
年
一
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
同
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
後

期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

山
本

早
苗

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

防
衛
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

菅

義
偉

˜—�
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